
日
法
聖
人
文
書

の
研
究

（
一
）

―
京
都
宥
清
寺
文
書
と
現
存
日
法
聖
人
真
蹟
断
簡
類
に
つ
い
て
―

一
、
は
じ
め
に

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０

二
、
宥
清
寺
所
蔵
所
謂
日
弁
聖
人
消
息
二
種
の
特
徴
と
問
題
点

‥…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０

（
一
）

宥
清
寺
１３
‐
ｌ

ｅ
‐３
‐
２
文
書
の
特
徴

（
二
）

宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
の
解
読
と
内
容

（
三
）

宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
解
読
と
内
容

三
、
紙
背
文
書
の
存
在
す
る
光
長
寺
文
書
と
紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
消
息

‥
…
…
…
…
…
…
…
０

（
一
）

紙
背
文
書
の
存
在
す
る
光
長
寺
文
書

（
二
）

紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
消
息

四
、
『御
法
門
御
聞
書
』
及
び

『連
々
御
聴
書
』
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
関
連
…
…
…
…
…
…
…
…
‥０

（
一
）
　

『御
法
門
御
聞
書
』
と

『連
々
御
聴
書
』

（
二
）
　

『御
法
門
御
聞
書
」
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
関
連

（
三
）
　

『連
々
御
聴
書
」
と
宥
清
寺
１３
１
２
文
書
の
関
連

原

井

慈

鳳
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

五
、
光
長
寺
蔵
日
弁
聖
人
文
書
類
及
び
宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
と
熱
原
法
難
と
の
接
点

…
…
…
…
…
…
…
国

（
一
）
　

『御
法
門
御
聞
書
』
紙
背
の
日
弁
聖
人
文
書
類
と
宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
の
比
較

（
二
）
　

日
弁
聖
人
消
息
と
熱
原
法
難
と
の
接
点

六
、
日
法
聖
人
断
簡
の
存
在
と
分
類

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。９

（
一
）

光
長
寺
蔵
断
簡
…

（
ａ
）
～

（ｆ
）

（
二
）

東
之
坊
蔵
断
簡
…

（
ｇ
）

（
三
）

立
正
寺
蔵
断
簡
…

（
ｈ
）

（
四
）

蓮
静
寺
蔵
断
簡
…

（
ｉ
）

（五
）

本
能
寺
蔵
断
簡
…

（ｊ
）

（六
）

妙
顕
寺
蔵
断
簡
…

（
ｋ
）

（七
）

本
覚
寺
蔵
断
簡
…

（
１
）

（八
）

宥
清
寺
蔵
断
簡
…

（
ｍ
）

七
、
日
法
聖
人
文
書
の
伝
承
の
記
録

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・０

（
一
）
　

日
意
師
の
記
録

（光
長
寺
十
二
世
）

（
二
）
　

日
寛
師
の
記
録

（光
長
寺
二
十
四
世
）

（
三
）
　

日
暁
師
の
記
録

（光
長
寺
二
十
八
世
）

八
、
結
び
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ω

-118-



一
、
は
じ
め
に

大
本
山
光
長
寺
に
所
蔵
す
る
日
法
聖
人
文
書
の
中
よ
り
平
成
二
年
二
月
、
日
法
聖
人
六
百
五
十
遠
忌
を
記
念
し
て

『御
法
門
御
聞
重己

が
解
読
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
。
日
法
聖
人
真
蹟
文
書
の
研
究
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
解
読
編
纂
の

一
員
に
加
え
て
頂
い
た
が
鎌
倉
期
の
文
書
の
解
読
は
容
易
で
な
く
、
紙
背
文
書
の
存
在
も
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
本

紙
の
欠
損
や
裏
打
ち
の
状
態
、
後
世
の
加
筆
や
順
序
の
入
れ
替
え
な
ど
研
究
に
は
様
々
の
困
難
が
存
在
し
て
い
る
。

平
成
二
年

一
月
筆
者
は
本
門
仏
立
宗
本
山
、
京
都
宥
清
寺
に
て
日
法
聖
人
御
作
と
称
さ
れ
る
宗
祖
御
木
像
と
関
連
文
書
を
拝
見
す
る

機
会
を
得
た
。
当
日
は
御
尊
像
に
関
す
る
資
料
を
中
心
に
拝
見
し
た
が
こ
の
時
注
目
す
べ
き
二
点
の
古
文
書
に
出
会

っ
た
。
両
者
は
同

寺
に
て
各
々

『
日
弁
聖
人
御
消
息
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
正
に
消
息

一
点
は
日
弁
聖
人
の
筆
蹟
と
思
わ
れ
署
名
花
押
も

存
在
す
る
。
し
か
し
他
の

一
点
は
断
簡
で
日
弁
聖
人
の
筆
蹟
と
は
別
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
両
書
を
同

一
人
の
筆
蹟
と
す
る
に
は
疑
間
が

あ
る
。
両
書
は
当
初

一
紙
で
あ
っ
た
事
が
表
装
の
裏
書
に
見
え

一
紙
の
表
裏
が
分
離
さ
れ
て
二
紙
と
な
り
二
軸
に
表
装
さ
れ
た
事
が
知

ら
れ
る
。

日
弁
聖
人
文
書
が
紙
背
に
あ
る
文
書
と
い
え
ば
光
長
寺
に
存
在
す
る
日
法
聖
人
文
書
が
想
起
さ
れ
る
。
両
者
に
何
ら
か
の
接
点
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
明
に
は
日
法
聖
人
文
書
の
比
較
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
宥
清
寺
所
蔵
二
点
の
断
簡
に
つ
い
て
種
々

の
角
度
か
ら
考
察
を
進
め
光
長
寺
文
書
を
は
じ
め
他
の
文
書
と
の
比
較
を
試
る
事
と
し
た
。

日
弁
聖
人
の
断
簡
と
し
て
光
長
寺
に
は

「与
和
泉
御
房
消
息
』

一
点
が

『宝
物
台
帳
」
に
記
録
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
少

く
と
も
他
に
三
点
の
紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
断
簡
が
存
在
す
る
事
を
今
回
確
認
す
る
事
が
で
き
た
。

ま
た
表
文
書
と
し
て
は

『御
法
門
御
聞
書
」
を
は
じ
め
光
長
寺
所
蔵
文
書
と
如
何
な
る
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
各
地
の
断

簡
に
試
考
を
及
ぼ
し
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
か
、
如
何
な
る
歴
史
的
事
実
を
背
後
に
有
す
る
も
の
か
順
次
解
明
を
進

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

め
て
見
た
い
と
思
う
。

（
こ
の
論
文
は
平
成
二
年
九
月
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
於
て
発
表
の
分
を
補
い
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
）

二
、
宥
清
寺
所
蔵
所
謂
日
弁
聖
人
消
息
二
種
の
特
徴
と
問
題
点

（
一
）

宥
清
寺
１３
‐
ｌ

ｏ
‐３
‐
２
文
書
の
特
徴

京
都
市
に
あ
る
本
門
仏
立
宗
本
山
宥
清
寺
は
延
慶
元
年

（
一
三
〇
八
）
中
老
日
弁
聖
人
の
開
山
と
称
さ
れ
、
そ
の
濫
場
は
京
都
二
条

青
柳
山
本
門
寺
に
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
。

同
寺
に
所
蔵
さ
れ
る

「
日
弁
聖
人
御
消
息
」
は
日
法
聖
人
文
書
と
の
関
連
に
於
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。
原
本
二
点
を
拝
見
し
た
が
、

同
寺
が
平
成
元
年
七
月
十
六
日
に
発
行
し
た
仏
立
開
導
日
扇
聖
人
百
回
御
遠
諄
奉
讃
会
、
宥
清
寺
寺
史
編
纂
課
の
編
集
に
な
る

『宥
清

寺
」
と
題
す
る
文
献
の
宝
物
の
項
に

「
１３
‐
１
日
丼
聖
人
御
消
息
」、
「
１３
‐
２
日
辮
聖
人
御
消
息
」
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
（便

宜
上
こ
の
二
点
を
１３
‐
１
文
書
、
１３
‐
２
文
書
と
略
称
す
る
。
）

同

『宥
清
寺
』
古
文
書
の
項
に

一
部
解
読
が
試
ら
れ
両
者
共
に
日
弁
聖
人
ご
真
蹟
と
さ
れ
て
い
る
が
内
容
に
言
及
し
た
文
献
は
寡
聞

に
し
て
知
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
‐３
‐
１
文
書
、
１３
‐
２
文
書
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

ａ
　
‐３
‐
１

・
‐３
‐
２
文
書
は
も
と

一
紙
で
あ
っ
た
事
が
軸
装
の
裏
書
に
見
え
、
表
裏
が
分
離
さ
れ
各
々
同
時
に
表
装
が
施
さ
れ
た

事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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ｂ
　
‐３
‐
ｌ

ｏ
‐３
‐
２
文
書
は
各
々
の
裏
に
互
に
墨
色
が
に
じ
み
両
書
は
表
裏

一
紙
で
あ
っ
た
事
は
確
実
で
あ
る
。

ｃ
　
‐３
‐
１
文
書
に
は
日
付

。
日
弁
聖
人
署
名
花
押
が
認
め
ら
れ
る
が
宛
先
が
切
断
さ
れ
て
い
る
。

ｄ
　
‐３
‐
２
文
書
に
は
日
弁
聖
人
の
署
名
花
押
が
認
め
ら
れ
ず
、
筆
跡
は
１３
‐
１
文
書
と
明
ら
か
に
異
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

ｅ
　
‐３
‐
２
文
書
は
右
半
面
が
十
二
行
の
記
述
で
あ
り
、
内
容
に

「文
句
」
、
「文
句
記
」
等
の
引
用
が
見
え
る
。

ｆ
　
‐３
‐
‐

ｏ
‐３
‐
２
文
書
の
形
態
は
岡
宮
光
長
寺
日
法
聖
人
所
持
文
書
に
類
似
し
て
い
る
。

右
の
考
察
に
よ
り
１３
‐
ｌ

ｏ
‐３
‐
２
文
書
は
も
と

一
紙
で
あ
り
、
表
裏
の
筆
者
は
日
弁
聖
人
と
さ
れ
て
い
る
が
１３
‐
２
文
書
は
別
の

筆
者
が
想
定
さ
れ
、
１３
‐
ｌ

ｏ
‐３
‐
２
文
書
と
他
の
文
献
と
の
具
な
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
従

っ
て
、
１３
‐
ｌ

ｏ
‐３
‐
２
文
書
の

解
読
を
試
み
て
問
題
点
を
取
上
げ
て
行
き
た
い
。

（
二
）

宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
の
解
読
と
内
容

か
く
□

□
心
も
と
な
く
候

御
文
Ｂ
ｒ
給
り
候
ぬ

う
ゝ
り
□
の
事
よ
ろ
こ
ひ

入
へ
く
候
こ
の
□
こ
へ
久
く

候
ヘ
ハ
く
ハ
し
く
申
さ
す
候

わ
か
ミ
や
乞
御
わ
に
り
候
ら
□

事
□
副
ｘＢ
ざ
や
す
く
候
へ

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）

彙
ツ
■
■
■
轟
■
■
＝■
■
■
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

け
さ
の
事
□

一
て
う
ハ

志
彼

□
め
候
ハ
ふ
る
け
さ

の
句

ハ
て
う
□

ｔ
入
事
に
て

候
あ
ひ
と
ま
い
□
す
ゝ

な
に
事
□
二
郎
四
郎
く
ハ
し
□

申

へ
く
候
　
恐
々
謹
言

十

一
月
二
日
　
日
弁
花
押

□
□

こ
の
消
息
の
中
で
明
ら
か
に
解
読
で
き
る
部
分

「
わ
か
み
や
」
は
地
名
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
の

「若
宮
小
路
」
の

事
か
、
富
木
常
忍
師
の
住
し
た
八
幡
庄
若
宮
の
地
か
他
又
駿
河
国
富
士
郡
、
小
泉
の
内
の
若
宮
の
地
か
。
筆
者
は
下
総
国
八
幡
庄
若
宮

の
地
を
有
力
と
考
え
る
が
後
に
述
べ
る
事
と
し
た
い
。

更
に
人
名
の

「
二
郎
四
郎
」
は
他
の
日
弁
文
書
に
屡
見
ら
れ
る
名
前
で
あ
る
が
日
弁
聖
人
の
侍
者
で
あ
ろ
う
か
。
宛
名
の
部
分
が
切

断
さ
れ
て
わ
ず
か
に
文
字
の

一
部
分
が
認
め
ら
れ
る
が
判
読
は
不
能
で
あ
る
。

（
三
）

宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
解
読
と
内
容

（口
張
経
者
用
与
適
時
□

団
位
人
事
□
↑
者
　
文
句
八
云

割
是
不
見
剛
説
鴎
酢
大
無
咎
文
記
八
云
距
佛
世

ハ
観
機
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恐
シ畑
堕
３
卜
一
ヒ
苦
一睡
以
小
接
セ
ッシ次
肋
ぼ
弾
↓
導
末
代
弘
法
豊
必

然
耶
獅
若
始
行
者
具
二如
今
文
一不
以
小
答
一若
深
団

人
始
未

．́弘
メ
ハ法
必
以
生
滅
等
ノ
〓
可
方
二能
ク顧
於
馳
庭
匪
↓

文
句
九
云
　
初
心
畏
縁
所
紛
動
妨
修
正
業
直
専
持
此
経
即

上
失
睡
療
事
存
理
所
益
弘
多
後
心
理
観
若
熟
渉
外
不

妨
内
事
資
於
道
如
油
殴
睡
猛
文
　
文
句
十
云

欧
國
睡
世
駆
嗣
不
説
等
ヌ
ム故
我
等
末
法
時
之
人
ノ機
不
可

酬
Ｆ
而
（酬
奸
天
台
妙
楽
御
用
直
説
法
花
也
廣
宣
流
布
ノ時
知
（断
）

０

）

也
　
南
嶽
天
台
博
教
他
方
末
二法
花
組
弘
給
二猶
傘
前

得
道
不
許
何
況
末
法
二地
涌
出
現
メ久
遠
本
化
ノ井

五
字
ノ肝
要
ヲ弘
給
ハム
ニ其
弟
子
等
風
憂
縫
Ｆ
真
言
禅
（□
）

〈囲
ギ
組
み
断
）λ
事
ハ上
行
℃
鶴
膵
ナ
ル
ヘ
シ
故
如
何
源
髄

Ｘ

ゴ
ぎ
源
襲

Ｘ
流
レ轟
ス樋
深
レ
ハ枝
螢
嘘
断
ｒ
枯
ル
蓮ヽ
曲
見
テ

田
ビ
深
「トヮ雨
ノ脇
態
知
龍
大
小
聾
崚
面
〉ｘ
守
強
城
峰
〕）

髄

Ｘ
守
者
修
源
濁
レ
ハ流
不
清
身
曲
レ
一回
ビ
景
針
曲
レ
ハ不
絲
（副
）

画
ざ
曇
』
断
）

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）

写
真
　
宥
清
寺
　
１３
１
２
　
文
書
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

知
事
緻
則
げ
目
□
破
戒
非
於
〈鴎
だ
代
之

こ
の
文
書
の
内
容
は

『文
句
』
、
『文
句
記
』
を
引
用
し
末
法
時
の
人
の
機
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
迄
に
称
さ
れ
て
い
る
如

き
消
息
文
で
は
な
く
し
て
法
華
経
弘
法
の
為
久
遠
本
化
の
菩
薩
と
そ
の
弟
子
の
あ
り
方
を
論
じ
た
教
学
の
書
の

一
部
分
と
考
，４
ら
れ
る
。

而
し
て
こ
れ
に
類
似
す
る
形
態
は
光
長
寺
所
蔵
文
書
類
に
見
る
事
が
で
き
る
。
紙
背
文
書
の
存
在
す
る
も
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、

日
弁
聖
人
文
書
と
し
て
従
来
光
長
寺
に
所
蔵
さ
れ
る

一
点
を
含
め
光
長
寺
所
蔵
文
書
の
中
に
新
た
に
日
弁
聖
人
文
書
を
再
調
査
す
る
事

と
し
た
。三
、
紙
背
文
書
の
存
在
す
る
光
長
寺
文
書
と
紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
消
息

（
一
）

紙
背
文
書
の
存
在
す
る
光
長
寺
文
書

（文
書
名
）
　

　

　

（光
長
寺
分
類
番
号
）
　

　

　

（筆
者
）

『
日
本
國
佛
法
渡
事
』
　
　
第

一
種
宝
物
６
　
　
　
　
（宗
祖
）

『文
句
疏
記
要
文
』
　
　
　
第

一
種
宝
物
１８
　
　
　
　
　
日
春

『大
日
本
國
法
華
経
験
記
』
第

一
種
宝
物
１９
　
　
　
　
　
日
春

『御
法
門
御
聴
書
上
』
　
　
第

一
種
宝
物
２３
　
　
　
　
　
日
法

『御
法
門
御
聞
書
下
』
　
　
第

一
種
宝
物
２４
　
　
　
　
　
日
法

『
四
信
五
品
抄
』
　
　
　
　
第

一
種
宝
物
３２
　
　
　
　
　
日
法

光
長
寺
所
蔵
鎌
倉
期
宗
祖
直
弟
関
係
文
書
で
紙
背
文
書
の
認
め
ら
れ
る
も
の
を
試
み
に
列
挙
し
て
み
た
。
断
簡
の
中
に
も
紙
背
文
書

の
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
後
述
す
る
事
と
す
る
。
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（
二
）
　

紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
消
息

日
弁
聖
人
文
書
と
し
て
光
長
寺
に
於
て
認
め
ら
れ
る
の
は
宝
物
管
理
委
員
会
分
類
、
第
二
種
宝
物
乙
類

一
に
指
定
さ
れ
る

『与
和
泉

御
房
消
息
』

一
点
で
あ
る
。
同
文
書
は

『御
法
門
御
聴
書
上
』
の
冒
頭
部
分
よ
り
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
が
分
離
し

た
時
は
光
長
寺
二
十
四
世
日
寛
師
の
代
と
推
定
さ
れ
日
弁
聖
人
消
息
の
表
文
書
に
相
当
す
る
部
分
は
同
師
に
よ
り
新
た
に
写
入
さ
れ
補

わ
れ
て
い
る
。

『御
法
門
御
聞
書
』
上
下
巻
に
は
種
々
の
紙
背
文
書
が
認
め
ら
れ
こ
の
中
に
は
少
く
と
も
三
点
の
日
弁
聖
人
消
息
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
日
弁
聖
人
消
息
と
し
て
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る

一
点
を
Ａ
と
し
他
を
各
々
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
と
し
て
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ

Ｚυ
。

Ａ

（光
長
寺
蔵
日
弁
Ａ
文
書
）

十

一
月
廿
五
日
消
息
断
簡
　
七
行
　
第
二
種
宝
物
乙

一

本
紙

（
二
七

ｏ
八

ｃｍ
×
二
三
・
三

ｃｍ
）
軸
装
　
正
徳
元
年
十

一
月
日
暁
代

署
名
花
押
有
　
和
泉
公
御
房
宛

表
文
書

『御
法
門
御
聴
書
上
』

（紙
数
番
号

一　
背
文
書
番
号
二
〇
）

Ｂ

（光
長
寺
蔵
日
弁
Ｂ
文
書
）

十
二
月
二
日
　
消
息
断
簡
　
九
行

署
名
花
押
有
　
和
泉
公
御
房
宛

表
文
書

『御
法
門
御
聴
書
上
』

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

（紙
数
番
号
二
　
背
文
書
番
号

一
九
）

（光
長
寺
蔵
日
弁
Ｃ
文
書
）

年
月
不
詳
　
消
息
断
簡
　
一
六
行

署
名
花
押
無
　
宛
名
無

表
文
書

『御
法
門
御
聞
書
下
』

（紙
数
番
号
二
九
　
背
文
書
番
号
二
）

（光
長
寺
蔵
日
弁
Ｄ
文
書
）

年
月
不
詳
　
消
息
断
簡
　
一
八
行
カ

署
名
花
押
無
　
宛
名
無

表
文
書

『御
法
門
御
聴
書
上
』

（紙
数
番
号

一
三
　
背
文
書
番
号
八
）

四
、
『御
法
門
御
聞
書
』
及
び

『連
々
御
聴
書
』
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
関
連

（
一
）
　

『御
法
門
御
聞
書
」
と

『連
々
御
聴
書
』

『御
法
門
御
聞
書
』
と
通
称
さ
れ
る
が
、
光
長
寺
蔵
の
当
文
書
二
巻
は
内
容
、
構
成
、
紙
背
文
書
等
々
注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
。
同

寺
に
は
こ
の
他
に
内
容
の
類
似
す
る

『連
々
御
聴
書
」
と
称
さ
れ
る
二
巻
が
存
在
す
る
。
後
者
は
後
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
が
紙
質
、

筆
蹟
、
内
容
の

一
部
も
前
者
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
文
献
は
題
号
に
つ
い
て
紛
ら
わ
し
い
点
や
混
乱
が
あ
る
の
で
先
ず
整
理
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し
て
置
く
事
と
し
た
い
。

日
法
聖
人
直
筆
本
に
は
聖
人
自
身
の
付
与
し
た
題
号
は
な
く
、
そ
の
内
容
に
も

一
貫
し
た
順
序
が
な
く
、
断
片
的
記
述
が
冊
子
に
綴

り
合
わ
さ
れ
た
も
の
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
期
に
新
た
に
上

・
下
巻
に
分
け
ら
れ
巻
子
本
に
改
め
ら
れ
た
。
（
日
寛
師
代
）
そ
の

時
の
題
察
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
る
。

上
巻

『御
法
門
御
聴
書
上
』

下
巻

『御
法
門
御
聞
書
下
』

上
下
巻
に

「御
聴
書
」
、
「御
聞
書
」
の
変
化
が
あ
り
、
敢
て

「聴
聞
」
の
二
文
字
を
上
下
巻
に
分
け
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
明

和
五
年

『光
長
寺
霊
宝
拍
』
に
は
上
下
巻
と
も

『御
法
門
御
聞
書
」
と
あ
る
。
光
長
寺
宝
物
台
帳
宝
物
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
も
上
下

巻

『御
法
門
御
聞
書
』
と
記
さ
れ
る
。

こ
の
題
号
は
本
来
写
本
の
上
巻
端
裏
に

「
聖
人
御
法
門
聴
聞
分
連
々
集
之
上
下
巻
日
法
之
在
御
判
」
と
あ
り
、
内
題
に
も

「
聖
人
御

法
門
聴
聞
分
集
之
■
日
法
」
と
あ
る
事
か
ら
光
長
寺
十
二
世
日
意
師
は
こ
の
題
号
を
真
蹟
本
の
題
号
と
し
て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

従

っ
て
真
蹟
本
の
題
号
は
写
本
に
よ
り
題
名
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
巻
子
本
に
改
め
ら
れ
た
時

『御
法
門
御
聴
書
上
』

『御
法
門
御
聞
書
下
」
と
各
々
題
簸
が
付
さ
れ
、
写
本
は

『連
々
御
聴
童
己

上
下
巻
の
題
察
が
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し

『宝
物
台
帳
』
及
び
宝
物
管
理
委
員
会
ラ
ベ
ル
に
は
写
本
は

『連
々
御
聞
書
」
と
記
さ
れ
る
。
以
下
に
真
蹟
本
を
総
称
す
る
時
は

『
御

法
門
御
聞
書
」
と
記
し
、
写
本
を
総
称
す
る
時
は

『連
々
御
聴
書
』
と
記
す
る
事
と
す
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

（
二
）
　

『御
法
門
御
聞
書
」
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
関
連

光
長
寺
に
於
け
る
日
弁
聖
人
文
書
は

『御
法
門
御
聞
書
』
の
紙
背
に
集
中
し
て
存
在
す
る
事
が
確
認
さ
れ
た
が
試
み
に
宥
清
寺
所
蔵

の
所
謂
日
弁
聖
人
消
息
二
点
の
中
１３
‐
２
文
書
を

『御
法
門
御
聞
書
』
の
内
容
と
比
較
し
て
み
る
事
と
す
る
。

宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
に
記
さ
れ
た
僅
か
の
内
容
か
ら
両
書
の
関
連
の
有
無
を
見
出
す
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
教
義
上
の
二
、
二
の
単

語
に
注
目
し
つ
つ
順
次
対
照
を
行

っ
て
ゆ
く
と
次
の
点
が
明
白
と
な
っ
て
来
る
。

○
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
引
用
に
は

『玄
義
』
『文
句
記
九
』
『文
句
十
』
等
の
書
名
が
見
え

「末
法
時
の
人
の
機
」
を
論
じ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は

「浅
位
人
事
」
と

「深
位
人
事
」
の
対
比
で
あ
り

『玄
義
』
に
こ
れ
ら
が
対
照
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。

○

『御
法
門
御
聞
書
』
下
に

「深
位
人
事
」
を
論
じ
て
い
る
部
分
が
あ
り
こ
の
引
用
は

『法
華
玄
義
』
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

ス
　

ハ
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ク

ル
　

　

　

　

（
η

）

「
玄
六
云
衆
生
不
信
須
篤
賞
施
権
以
浅
助
深
無
虚
妄
此
即
深
位
人
事
也
」
と
あ
り

『御
法
門
御
聞
書
』
下
巻
の
第
二
十
四
紙
に
対

応
す
る
。

（■
）
　
　
　
　
　
ヨ
ウ

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（浅
）
　
　
　
　
　
（也
Ж
２‐
）

○
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
冒
頭
に
は

「浅
位
人
事
」
を
論
じ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
即
ち
「□
弘
経
者
用
与

メ適
時
云
云
□
位
人
事
□

」

と
あ
り

『法
華
玄
義
』
の
引
用
で
あ
る
。
原
本
の

「善
」
「漫
」
「也
」
の
文
字
の
部
分
は
欠
損
が
あ
り
判
読
が
困
難
で
あ
る
が

『大
正
蔵
経
』
三
三
―
七
六
三
頁
に
よ
り
補
う
事
が
で
き
る
。

○
光
長
寺

『御
聞
書
」
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
は

『玄
義
』
の
同
じ
部
分
よ
り
引
用
が
あ
り
両
者
の
関
連
の
強
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
三
）
　

『連
々
御
聴
書
』
と
宥
清
寺
１３
‐
２
文
書
の
関
連

『連
々
御
聴
書
』
原
本
に
て

「
深
位
人

・
浅
位
人
」
の
記
述
の
見
え
る
箇
所
を
求
め
こ
れ
に
注
目
す
る
と
上
巻
末
よ
り
四
紙
目
に
次

の
如
き
部
分
が
あ
る
。
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（
η

）

「
…
可
説
余
深
法
フ人
ハ機
フ能
見
知
ル後
心
深
位
之
人
事
也

末
法
人
洩
位
テ
人
ノ機
フ不
見
知
爾
者
唯
直
此
組
可
説
見
タ
リ以
睡

玄
六
云
衆
生
不
い信
須
為
賞
施
権
以
浅
助
深
無
虚
妄
文
此
即

深
位
人
ノ事
也
姜
弘
組
者
用
与
メ適
時
メ
ム洗
位
ノ人
事
也

０

）
ホ
者
文
句
云
等
是
不
見
但
説
大
無
篭

記
ハ
云
問
佛
世

観
機
ヲ恐
物
堕

「
一
ヒ若
先
以
小
接
シ次
以
偏
引
導
末
代
弘
法
豊
必
然

耶
答
若
始
行
者
具
二如
今
文
不
以
小
答
若
深
位
人
始
末
弘
法
↓

必
以
生
滅
等
三
づ方
二能
顧
於
円
頓
又
　
文
句
十
云
釈
迦
出
世
蜘
嗣

不
説
等

一
云
ム
南
岳
天
台
博
教
等
述
イヒ
（飛
ざ
華
経
フ弘
玉
フ
ニ猶
犯

電

）

前
得
道
ヲ不
許
何
況
末
法
二地
涌
出
現
メ久
遠
本
化
大
井
五
字

（
日
）
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

ツ
ヨ
シ

肝
要
ヲ弘
玉
フ
ニ豊
可
許
年
前
得
道
↓乎
。
如
城
′主
剛
レ
ハ守
強
城
ノ主

惟
レパ守
者
憶

ス源
濁
レ
ハ流
不
清
身
曲
レ
ハ不
直
影
針
曲
レ
ハ不
直
糸

「問
大
組
受
持
是
経
而
毀
戒
者
則
是
衆
生
悪
知
識
也
非
我
弟
子
」

○

『連
々
御
聴
書
上
』
終
り
よ
り
四
紙
と
二
紙
に

「深
位
人
事
」
、
「浅
位
人
事
」
が
あ
り
１３
‐
２
文
書
と
同
様
の
文
意
が
認
め
ら
れ
る
。

○
玄
義
六
に
引
用
し
た

「
深
位
人
事
」
に
続
い
て
１３
‐
２
文
書
冒
頭
の

「善
弘
組
者
用
与
云
一ム
」
が
見
え
、
以
下
に
１３
‐
２
文
書
と
全

同
で
は
な
い
が
同
意
の
記
述
が
見
え
る
。

○
‐３
‐
２
文
書
、
終
り
よ
り
三
行
日

「針
曲
不
絲
睡
」
は

『連
々
』
の

「針
曲
レ
ハ不
直
糸
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

○

『連
々
』
の

「
問
大
組
受
持
是
組
』
は

『御
法
門
御
聞
書
下
』
の
第
二
十
五
紙

「問
大
紅
受
持
是
組
」
に
対
応
し
て
お
り
、
「
善
弘

経
者
用
与
」
よ
り

「針
曲
レ
ハ不
直
糸
」
迄
が

『連
々
』
に
存
在
す
る
の
に
比
較
し
て

『御
法
門
御
聞
書
』
に
こ
の
部
分
が
欠
落
し

て
い
る
事
が
判
明
す
る
。

さ
れ
ば
１３
‐
２
文
書
は

『御
法
門
御
聞
書
下
』
第
二
十
四
紙
と
第
二
十
五
紙
の
間
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
事
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
『御
法
門
御
聞
書
下
』
第
二
十
五
紙

「
問
大
経
受
持
是
組
」
の
右
に
十
七
日
の
小
さ
な
文
字
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
が

十
七
行
欠
け
る
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
十
七
行
は

『連
々
』
に
あ
る
通
り
文
意
が

一
貫
し
て
い
る
の
で
連
続
し
た
文
面
で
あ
り
片
面

十
二
行
の
体
裁
は

『御
聞
書
下
』
の
第
二
十
四
紙
、
第
二
十
五
紙
の
形
態
と
同
様
で
あ
る
。
次
の
半
面
の
五
行
に
て
文
章
は
切
れ
る
の

で
あ
る
が
、
空
白
を
置
い
て
最
後
の
二
行
は
如
何
に
連
続
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
紙
背
に
あ
た
る
１３
‐
１
文
書
の
対
応
部
分
を
見
る
に
、

こ
の
部
分
も
や
は
り
不
連
続
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
二
行
の
部
分
は
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
言
え
よ
う
。

五
、
光
長
寺
蔵
日
弁
聖
人
文
書
類
及
び
宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
と
熱
原
法
難
と
の
接
点

（
一
）
　

『御
法
門
御
聞
書
』
紙
背
の
日
弁
聖
人
文
書
類
と
宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
の
比
較

宥
清
寺
１３
‐
１
日
弁
聖
人
消
息
は
光
長
寺
蔵
日
弁
聖
人
文
書
と
形
態
も
筆
蹟
も
類
似
し
て
い
る
。
日
弁
聖
人
筆
蹟
は
大
胆
で
か
な
り

の
筆
勢
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
。
文
字
を
比
較
す
る
場
合
、
同
じ
地
名
、
人
名
、
く
り
返
し
使
用
さ
れ
る
単
語
、
表
現
法
等
に
於

て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
各
文
書
の
具
体
的
な
筆
蹟
比
較
を
以
下
に
試
る
事
と
す
る
。

〈使
用
さ
れ
る
単
語
〉
　
　
　
　
〈同
単
語
の
見
え
る
消
息
〉

ａ
・
く
ハ
し
く
…
　
　
　
　
　
宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書
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ｂ
・
ら
わ

ゝ
り
…

ｃ
・
わ
ら
ミ
や

（と
の
）
‥
・

ｄ
・
御
…

（御
わ
ゝ
り
）

ｅ
ｏ　
いヽ
‥
・

ｆ
ｏ
事
…

…

申

へ
く
…

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

） 光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｄ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

写
真
　
光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

写
真
　
光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

よ
ろ
こ
ひ

（
て
）
…
　
　
宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｄ
文
書

二
郎
四
郎
…
　
　
　
　
　
宥
清
寺
日
弁
１３
‐
１
文
書

光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

十

一
月

（
二
）
日
…
　
　
宥
清
寺
日
弁
１３
‐
‐
文
書

光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

日
弁
花
押
…
　
　
　
　
　
宥
清
寺
日
弁
１３
‐
‐
文
書

光
長
寺
日
弁
Ａ
文
書

光
長
寺
日
弁
Ｂ
文
書

宥
清
寺
蔵
１３
‐
１
日
弁
聖
人
消
息
と
光
長
寺
蔵
日
弁
聖
人
Ａ
～
Ｄ
文
書
の
比
較
を
同

一
の
単
語
、
同

一
の
文
字
に
於
て
行

っ
た
が
特

徴
が

一
致
し
て
同

一
人
物
の
筆
蹟
に
相
違
な
い
。
宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
が
多
く
の
光
長
寺
日
弁
聖
人
文
書
に
共
通
項
を
持
っ
て
お
り
光

長
寺
Ａ

・
Ｂ
文
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
光
長
寺
Ｃ

ｏ
Ｄ
文
書
も
確
か
に
日
弁
聖
人
の
真
蹟
で
あ
る
事
が
証
明
さ
れ
る
。

（
二
）
　

日
弁
聖
人
消
息
と
熱
原
法
難
と
の
接
点

ｈ

●

ｋ

●

写
真
　
光
長
寺
日
弁
Ｃ
文
書

写
真
　
光
長
寺
日
弁
Ｄ
文
書



宥
清
寺
１３
‐
１
文
書
、
光
長
寺
蔵
日
弁
聖
人
Ａ
～
Ｄ
文
書
は
正
に
日
法
聖
人
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「わ
か
み
や
」
、
「
御
わ

た
り
」
、
コ
一月
八
日
」
、
「御
法
門
」
、
ョ

一郎
四
郎
」
等
の
語
は
キ
ー
ワ
ー
ド
あ
る
。
「
わ
か
み
や
」
の
地
に
何
度
も
日
法
聖
人
を
誘
い

法
門
や
情
報
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
旨
の
意
が
内
容
に
現
わ
れ
、
信
頼
で
き
る
人
物
二
郎
四
郎
を
使
者
と
し
て
情
報
交
換
さ
れ
て
い
た
事

が
知
ら
れ
る
。

「
わ
か
み
や
」
を
鎌
倉
の
地
と
す
る
論
拠
は
乏
し
い
と
言
え
る
。
こ
の
場
合

「
わ
か
み
や
と
の
」
の
解
釈
も
困
難
で
あ
る
。　
一
つ
の

推
論
と
し
て
、
「
わ
か
み
や
」
を
小
泉
久
遠
寺
の
付
近
の
若
宮
に
准
え
る
と
、
日
弁
聖
人
が
日
秀
師
ら
と
富
士
下
方
瀧
泉
寺
に
於
て
布

教
を
行
っ
て
い
た
時
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「御
わ
た
り
」
と
か

「
越
へ
久
し
く
」
と
か

「
二

月
八
日
」
の
来
訪
を
何
度
も
催
促
し
た
り
、
「
心
も
と
な
く
」
と
の
不
安
感
を
表
明
せ
ら
れ
る
状
況
を
勘
案
し
て
、
岡
官
の
地
の
日
法

聖
人

へ
富
士
の
地
か
ら
日
弁
聖
人
が
差
出
し
た
と
考
え
る
に
は
あ
ま
り
に
近
隣
す
ぎ
文
意
に
似
わ
な
い
。

弘
安
二
年

（
一
二
七
九
）
十
月
熱
原
の
法
難
後
、
同
年
十

一
月
二
十
五
日
の

『富
城
女
房
尼
前
御
書
』
に
あ
る
如
く
宗
祖
は
日
弁
、

日
秀
の
両
師
を
伊
予
殿

（
日
頂
師
）
の
許
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。

常
忍
師
の
養
子
日
頂
師
は
富
士
上
方
重
須
の
産
と
さ
れ
早
く
か
ら
宗
祖
に
そ
の
資
質
を
認
め
ら
れ
弘
安
二
年
時
は
真
間
弘
法
寺
で
教

線
を
張
っ
て
い
た
。
同
じ
富
士
に
住
さ
れ
た
縁
の
故
か
日
弁
、
日
秀
両
師
は
若
き
日
頂
師
の
後
見
の
如
き
名
日
で
派
遣
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
実
際
は
富
士
よ
り
避
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

下
総
国
八
幡
庄

「若
宮
」
の
地
は
富
木
常
忍
師
の
法
華
堂
の
存
す
る
地
で
も
あ
っ
た
。
御
書
に
あ
る
如
く

「
し
ば
ら
く
ふ
び
ん
に
あ

た
ら
せ
給
へ
」
と
宗
祖
は
両
師
を
富
木
師
に
か
く
ま
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
弁
師
の

「
わ
か
み
や
と
の
」
の
表
現
を
見
れ
ば
若
宮

の
主
、
富
木
師
を
指
す
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
日
弁
師
が
日
法
師
に
出
さ
れ
た

一
連
の
書
状
の
年
代
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
二

月
八
日
は
釈
尊
の
成
道
会
の
日
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

日
弁
１３
‐
１
文
書
は
十

一
月
二
日
付
で
自
ら
の
着
用
の
袈
裟
の
用
意
の
事
が
見
え
同
時
に
日
法
師
に

「
わ
か
み
や
」
へ
の
請
待
が
あ

る
。
日
弁
Ａ
文
書
は

『富
城
女
房
尼
御
前
御
書
」
と
同
じ
十

一
月
二
十
五
日
付
で
二
月
八
日
に
は
日
法
師
に
是
非
面
会
し
た
く
、
又
御

法
門
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
旨
が
記
さ
れ
る
。
日
弁
Ｂ
文
書
は
十
二
月
二
日
付
で
重
ね
て
急
ぎ

「
わ
か
み
や
」
へ
の
来
訪
を
要
請
し
て
い

る
。
日
弁
Ｃ
文
書
に
日
付
は
な
い
が
、
今
の
所
そ
ち
ら
に
変

っ
た
事
が
無
い
の
は
幸
い
だ
が
自
分
に
心
配
な
事
が
あ
る
の
で
十
分
気
を

つ
け
て
日
法
師
が
二
郎
四
郎
に
仕
わ
す
書
状
に
は
日
常
の
事
は
書
い
て
差
支
え
な
い
が
、
と
に
か
く

「
わ
か
み
や
」
で
二
月
に
面
会
し

た
い
と
い
う
旨
が
見
え
る
。
日
弁
Ｄ
文
書
も
日
付
は
な
い
が
十
二
月
二
日
の
事
に
言
及
し
た
部
分
が
見
え
更
に
五
郎
太
郎
と
い
う
人
物

の
事
に
言
及
し
た
部
分
が
見
え
走
り
書
き
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
ら
ば
こ
れ
ら
の

一
連
の
日
弁
聖
人
書
状
は
下
総

「若
宮
」
へ
の
招
請
が
主
で
結
局
弘
安
二
年

（
一
二
七
九
）
中
の
可
能
性
が
強

い
。
年
号
な
き
文
章
も
文
の
内
容
よ
り
同
年
か
次
年
早
々
の
も
の
で
あ
る
事
が
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

使
者
の
二
郎
四
郎
も
再
三
書
状
に
見
え
る
が

『白
蓮
弟
子
分
興
申
御
筆
御
本
尊
目
録
』
に

「富
士
下
方
二
郎
太
郎
、
正
野
房

（日
秀
）

の
弟
子
也
云
云
」
と
あ
り
同
時
代
の
者
で
兄
弟
縁
者
に

「
二
郎
四
郎
」
な
る
も
の
日
弁
聖
人
の
弟
子
に
連
る
者
の
存
在
を
連
想
す
る
に

止
り
、
今
の
と
こ
ろ
特
定
は
で
き
な
い
。

駿
河
の
地
の
緊
迫
を
察
し
て
か
二
郎
四
郎
に
詳
細
は
口
頭
で
話
さ
せ
、
文
面
は
あ
く
ま
で
慎
重
で
あ
る
。
「
返
す
返
す
心
し
て
」
と

の
日
弁
聖
人
の
表
現
の
背
後
に
は
熱
原
法
難
下
の
厳
し
い
環
境
が
推
測
さ
れ
、
求
め
て
い
る
情
報
は
法
難
後
の
鎌
倉
や
富
士
下
方
の
情

勢
で
あ
ろ
う
。
弘
安
二
年

（
一
二
七
九
）
九
月
に
、
日
弁
日
秀
両
師
の
弟
子
二
十
名
が
鎌
倉
に
拘
束
さ
れ
て
行

っ
た
事
は
日
興
師
の

『
本
尊
分
興
帳
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
わ
か
み
や
」
か
ら
の
再
三
の
書
状
の
真
意
は
日
弁
聖
人
生
涯
の
痛
恨
の
事
件
と
し
て
熱
原
法
難

を
位
置
づ
け
、
種
々
の
意
見
や
情
報
を
駿
河
東
部
に
布
教
す
る
日
法
聖
人
に
求
め
ら
れ
た
事
に
あ
る
。

『瀧
泉
寺
申
状
』
は
宗
祖
が
日
弁
日
秀
両
師
を
行
智
の
議
訴
に
対
し
て
陳
弁
し
た
も
の
で
あ
る
が
古
来
難
解
と
さ
れ
て
来
た
。
同
書
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に

「法
華
三
昧
ノ供
僧
和
泉
房
蓮
海
ヲ以
テ法
華
経
二柿
紙
ヲ作
テ紺
形
二彫
り営
舎
ノ修
治
フ為
ス」
と
見
え
る
。

経
本
を
渋
紙
に
し
て

「紺
形
」
と
は
彫
刻
の
下
紙
の
事
か
、
こ
れ
を
命
じ
た
と
い
う
行
智
の
不
信
、
不
敬
を
示
し
て
い
る
が
、
「
和
泉

一房
」
と
は
日
法
聖
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
彫
刻
の
事
は
日
法
聖
人
を
連
想
さ
せ
る
が
、
「蓮
海
」
と
は
誰
を
指
す
も
の
か
、
更
に

研
究
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
同
部
分
も
含
め

『申
状
』
の
か
な
り
の
部
分
を
日
興
師
が
筆
写
し
た
事
は
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『本
尊
分
興
帳
』
に
弘
安
年
中
市
庭
寺
越
後
房
が

「白
蓮
に
背
き
了
ん
ぬ
」
と
見
え
る
が
、
日
法
日
弁
両
師
の
結
び
付
き
が
日
興
師

と
の
距
離
を
こ
の
時
機
に
広
げ
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
興
師
が
同
帳
に
日
法
、
日
弁
両
師
の
関
係
を
師
弟
関
係
と
し

て
両
者
共
に
興
師
の
弟
子
と
記
し
て
い
る
点
は
上
記
の
消
息
文
意
か
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
。

光
長
寺
に
は
熱
原
法
難
の
関
係
資
料
も
日
法
聖
人
の
駿
河
布
教
の
資
料
も
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
光
長

寺
に
日
興
師
よ
り
日
弁
師
に
宛
て
た
書
状
の
宛
名
書
が
存
在
し
、
日
興
師
よ
り
常
忍
師
に
宛
て
た
消
息
が
存
在
す
る
。
当
書
状
に
は
紙

背
文
書
が
存
在
し
光
長
寺
に
古
来
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
常
忍
師
と
日
法
師
及
び
日
弁
師
の
結
び
付
き
が
見
え
て
来
る
の
で
あ

る
。
こ
の

一
件
の
詳
細
は
紙
数
の
都
合
に
よ
り
他
日
を
期
す
事
と
す
る
。

六
、
日
法
聖
人
断
簡
の
存
在
と
分
類

現
存
の
日
法
聖
人
断
簡
は
光
長
寺
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
が
妙
顕
寺
文
書
が
個
別
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
除
き

殆
ん
ど
言
及
さ
れ
た
も
の
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
断
簡
類
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
事
は
既
に
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
故
に
現
存

日
法
聖
人
の
断
簡
に
つ
き
新
発
見
の
も
の
を
含
み
若
干
の
考
察
を
加
え
分
類
を
試
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）

光
長
寺
所
蔵
断
簡

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

ａ
ｏ
四
紙
巻
子
本
　
本
紙

（
〓
ヤ
一
ｍ
と
一一李
八
ｍ
）

光
長
寺
宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
一二
ハ
　
　
『御
書
撮
要
』

署
名
花
押
な
し
紙
背
文
書
な
し

当
本
は
光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
に
は
題
号
は

『御
書
撮
要
」
と
さ
れ
て
い
る
。
光
長
寺
蔵
の
第

一
種
宝
物
類
の

一
連
の
装
帳
と
異
る

点
が
注
目
さ
れ
る
が
題
察
に
は

「主
君
也
両
部
大
日
　
題
号
不
知
」
と
あ
る
。
即
ち
内
容
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
光
長
寺
所
蔵
日
法

文
書
類
を
調
査
す
る
と

『本
述
相
違
要
文
』
上
下
巻
に
同
じ
記
述
が
あ
る
事
が
判
明
し
た
。

即
ち

『本
述
相
違
要
文
上
』
の

「主
君
也
」
よ
り
始
ま
り

「報
思
抄
下
云
…
…
」
の
下

「
我
滅
度
後
々
百
歳
中
」
が
欠
落
、
更
に

「
日
本
國

一
同
南
無
妙
法
蓮
華
経
也
」
の
下
の
半
行
が
欠
落
。
「南
部
六
郎
二
郎
殿
肖
云
」
が

「南
部
六
郎
殿
消
云
」
と
あ
る
。
そ
し
て

「自
余
三
教
違
順
定
故
等
云
云
」
迄
同
じ
で
最
後
の
三
行
が
あ
り
本
紙
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
行
は

『本
述
相
違
要
文
下
』
の
冒
頭
部
分

「開
目
抄
上
云
」
よ
り

「磯
述
本
門
久
成
即
隠
此
等
」
迄
の
文
と
同
じ
で
あ
る
。

但
し
二
行
日
の

「未
開
権
述
」
は

『要
文
下
』
に
は

「未
開
権
述
門
」
と
あ
る
。
こ
の
三
行
が
何
故
こ
の
部
分
に
在
る
の
か
不
明
で
あ

る
が
日
法
聖
人
の
真
蹟
に
相
違
な
い
。
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『本
述
相
違
要
文
上
』
が
本
紙
に
欠
損
多
く
判
読
不
能
の
部
分

が
多
い
の
で
当
文
書
に
よ
り

一
部
で
も
補
え
る
事
の
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

ｂ

ｏ
十
二
行
断
簡

一
紙
　
本
紙

（元
三

ｍ
×
〓
三

ｍ
）
宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
四
五

署
名
花
押
な
し
紙
背
文
書
な
し
軸
装

（解
説
）

「
連
乃
責
メ
ニ多
重
有
ナ
ラ
ハ俄
使
鍵
副
山
ヲ
日
本
国
二引
廻
須
弥
山
フ議
ｌ
十
殴
世
界

９

カ
）
　

３
じ
　
カ
ル
貧
И
ク
ト
モ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ
じ

四
天
王
フ集
テ波
降
立
井

チ防
ト
モ法
花
組
ノ敵
成
教
主
釈
尊
ョリ
モ大
事
ナ
ル
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（
“
）

行
者
ヲ法
花
組
乃第
五
巻
フ以
テ
日
蓮
之
面

ヲ打
十
巻
共
二引
散
メ散
に
踏
”リ
シ大

禍
ハ当緯
阪
Ъ
ま
魔
ζ
メ
日
本
守
護
乃
天
照
太
神
正
八
幡
等
モ何
テ加
様
国
フ
ハ

助
給
可
キ急
に
活
罰
フ加
ナ自
科
フ
ハ脱
レン占
ツ励
ミ給
ラメ遅
禍
）
′
Ｉ
何
ル
間ゝ
日
本
国
乃

諸
神
ト
モ
四
天
大
王
二被
レテ禁
耶
坐
シ
マう
ン知
難
キ
事
也
　
教
大
師
云

翁

）
　

金
最

）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

０

）

綱
以
レ
ハ井
国
賓
ハ載
タリ法
花
経
一大
乗
乃利
他
ハ摩
訂
観

説
弥
天
乃
七
難
ハ

非
大
乗
経
一何
以
為
除
一未
然
乃
大
災
ハ非
ス
皇
僻
Ｆ
豊
得
冥
滅
等
メ
ム

而
今
大
蒙
古
国
ヲ調
状
スル公
家
武
家
乃
日
記
フ見
ル
ニ或
五
大
尊
或
七
佛
薬

師
或
佛
眼
或
ハ金
輪
等
トメ
ム
此
等
乃
小
法
大
災
ヲ可
消
哉
還
著
於
本

入
卜成
チ国
忽
二亡
ナ
ンー
日
吉
乃社
テ
法
花
組
乃
護
摩
フ雖
行
一不
空
三
蔵
之

ァ翼
潔
フ本
ト
メ
行
フ間
祈
祷
ノ儀
二非
ス
又
今
乃
古同
僧
等
ハ或
ハ東
乃
真
三
町
」）

内
容
を
考
察
し
て
当
断
簡
の
意
趣
を
他
の
光
長
寺
文
書
に
比
較
す
る
と
光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第

一
種
宝
物
三
四
の

『下
山
抄
』
の

一
部
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
光
長
寺
原
本
の
未
尾
に
は
十
二
世
日
意
師
の
記
録
が
あ
り
、
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
十
二
月
二
日
の

日
付
の
後
に

「乍
恐
奥

一
紙
半
篤
足
候
　
本
化
沙
門
澤
日
意
花
押
　
光
長
寺
常
住
」
と
あ
る
。
罵
足
さ
れ
た
部
分
の
前
半
十

一
行
余
が

軸
装
に
さ
れ
た
部
分
の
当
断
簡
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
後
半
部
は
不
明
。

日
弁
聖
人
消
息
Ａ
と
十
二
行
の
当
断
簡
は
表
装
金
欄
が
同
種
と
思
わ
れ
、
二
十
八
世
日
暁
師
に
よ
り
正
徳
元
年

（
一
七

一
一
）
再
修

補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

ｃ
・
八
行
断
簡

一
紙
　
　
本
紙

（き
上

ｃｍ
×
茜
人

錮
）
宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
一
一七

署
名
花
押
な
し
、
軸
装
紙
背
に
わ
ず
か
に
文
字
が
認
め
ら
れ
る
。

（解
読
）

□
□
本
尊
事

本
尊
問
答
云
馬
迦
多
費
十
方
ノ諸
匈
御
本
尊
法
花
絶

ノ睡
睡
艶

□
□
本
尊
者
涌
出
初
自
傘
時
尺
迦
牟
尼
佛
告
弥

□
酢
至
テ嘱
累
品
聞
佛
所
説
皆
大
歎
権
一七
品
二
半
↓リ

金
最

）

兌

）

□
□
三
世
佛
井
舎
利
ムロ
連
迦
葉
阿
難
等
梵
尺
四
天

□
□
衆
星
龍
神
八
Ｆ
第
六
天
声
王
修
羅
十
羅
刹
女

艶
欧
母
神
等
妙
法
蓮
花
組
五
字
秘
法
フ恭
敬
合
掌
ァリ

□
法
フ大
聖
人
呂
書
置
給
ヘリ此
即
縁
起
ノ次
第
也
如
何

□
宗
睡
ロ
ヲ
ハ馬
迦
多
賓
三
世
十
方
諸
如
末
如
二是
恭
敬

こ
の
文
書
は

『
八
品
所
顕
立
義
』
と
称
さ
れ
、
古
来
当
宗
の
教
義
の
源
流
が
云
云
さ
れ
る
日
法
聖
人
真
蹟
断
簡
で
あ
る
。
『
宝
物
台

帳
』
に
は

『
八
品
所
顕
証
文
』
と
記
さ
れ
る
。

当
宗
の
本
尊
に
関
し
、
本
尊
の
事
は
涌
出
品

（第
十
五
）
の
後
半

「爾
時
澤
迦
牟
尼
佛
告
弾
勤
菩
薩
」
よ
り
嘱
累
品

（第
二
十
二
）

の
末
尾

「聞
佛
所
説
皆
第
歓
喜
」
ま
で
の

「七
品
二
半
」
に
説
か
れ
る
と
記
さ
れ
る
。
教
義
の
重
要
部
を
述
べ
ら
れ
た
日
法
聖
人
の
真

蹟
は

『本
述
相
違
要
文
』
で
あ
り
、
こ
の
中
の
一
部
分
が
分
離
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
八
行
断
簡
に
は
墨
の
裏
染
み
が
あ
り
同
様
の
墨
の
裏
染
み
が

『本
述
相
違
要
文
』
に
認
め
ら
れ
る
。
冊
子
本
で
あ
っ
た
時
の
し

（椰
）
　

ａ
じ

尺
迦
仏
法
花
経
行
者
卜言
フ事
報
恩
抄
手
リ

０

）
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み
で
あ
ろ
う
か
、
両
者
は
紙
質
も
類
似
し
て
お
り
本
紙
の
上
部
に
欠
損
が
あ
り
下
半
部
は
原
形
を
留
め
る
と
い
う
特
徴
も
同
様
で
あ
る
。

軸
装
裏
の
記
録
に
よ
れ
ば
再
修
補
は
二
十
八
世

日
暁
師
の
代
、
正
徳
元
年

（
一
七

一
一
）
十

一
月
で
あ
る
。

ｄ

ｏ
五
行
断
簡

一
紙
　
本
紙

（量

ｏ
七
Ｃｍ
×
三
二
一
Ｃｍ
）

宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
四
六

署
名
花
押
あ
り
紙
背
に
文
字
有
軸
装

（解
読
）

四
条
中
務
二
郎
□
□
□
□
殿
□
日
法
花
押

シ
反
　
ス

カ

タ

姿

劾
”
チ

磁
勢
芳

耗
万
γ

キ

ャ
ク
反
隙日

法
聖
人
の
自
署
と
花
押
が
認
め
ら
れ

「
四
条
中
務
二
郎
」
の
名
が
見
え
る
。
四
条
金
吾

へ
の
消
息
の
宛
名
と
も
見
え
る
が
文
字
の

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

ツツウヌ
ラヒカサ
fテツク
ルムヒ反
クマ

言茂i
ツ敬イコ
クliマコ
ル シ六
lli メミ
ル

作晨
サ造ツ則
イ ク落
口 也 ル

シ

自【

ク:子 |);κルル
;り ;ィ

ス

□0

トトノ、］薮フ　囲一“”ヒミル

ハ
カ
τ
フ

フ
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

特
徴
は

「郎
」
「
殿
」
等

『本
述
相
違
要
文
』
の

「南
部
六
郎
二
郎
殿
」
の
文
字
に
類
似
し
て
い
る
。

以
下
に
漢
字
九
文
字
の
単
字
和
訓
読
解
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
の
特
徴
も

「作
」
「
誠
」
等
は
日
法
聖
人
の

『
御
法
門
御
聞

童
邑

『本
述
相
違
要
文
』
と
同
様
で
あ
り
、
「自
」
「嶺
」
「隙
」
等
は
同
聖
人
の

『和
漢
朗
詠
集
』
の
も
の
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
断
簡
が
日
法
聖
人
真
蹟
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
署
名
花
押
も
真
蹟
と
考
え
ら
れ
署
名
の
上
の
虫
損
の
字
は

「主
」

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
単
字
解
説
は
恐
ら
く
辞
書
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

単
字
の
和
訓
解
説
古
辞
書
類
の
中
よ
り
最
も
こ
の
形
に
近
い
の
は
、
『和
玉
篇
』
で
あ
る
事
が
判
明
し
た
。
鎌
倉
期
に
こ
の
形
態
が

あ

っ
た
事
は
重
要
で
こ
の
考
察
は
稿
を
改
め
る
。

『宝
物
台
帳
』
に
あ
る

『御
法
門
御
聞
書
』
の

一
部
と
い
う
記
録
は
断
定
で
き
な
い
。
本
紙
は
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
七
月
七

日
当
地
の
旧
家
新
井
氏
の
奉
納
で
あ
る
事
が
表
装
の
裏
書
に
見
え
る
。

ｅ
・
四
行
断
簡

一
紙
　
本
紙

（兵
６
ｃｍ
×
〓
上

Ｃｍ
）
宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
四
七

署
名
花
押
な
し
紙
背
文
字
な
し
軸
装

（解
読
）

云
ク
正
ク是
身
子
ヵ懐
ヶ
ル疑
一之
時
於
法
花
中
一未
能
生

記
（一
云
言
後
五
百
腱
者′、
若
％
雌
尼
母
論
一直
列
五

百
一云
第

一
百
年
ハ解
脱
竪
固
第
ニ
ノ百
年
ハ諄
定

竪
固
第
二
百
年
ハ持
戒
竪
固
、
第
四
ノ百
年
ハ多
聞

四
行
の
中
、
後
の
三
行
に

『記
の

一
』
の
引
用
が
見
ら
れ
第

一
行
と
の
間
に
は
裁
断
の
跡
が
あ
る
。
そ
し
て
最
初
の
ア
何
と
後
の
三

-140-



行
の
筆
蹟
に
は
差
異
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
筆
蹟
は
第

一
行
に
於
て

「法
花
」
の
文
字
は
日
法
聖
人
と
は
異
り
、
後
の
三
行
の
中

「戒
」

「
年
」
等
の
文
字
を
見
て
も
同
師
と
は
全
く
異
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
『後
五
百
歳
合
文
」
と
比
較
し
て
も
諸
字
に
於
て
異
る
。
筆
蹟
は

同

一
人
物
に
於
て
も
変
化
が
あ
る
の
で
断
定
で
き
な
い
が
少
く
と
も
光
長
寺
所
蔵
日
法
真
蹟
の
文
字
と
は
著
し
く
異
る
の
で
今
は
こ
の

断
簡
を
真
蹟
と
称
す
る
事
は
疑
間
と
し
て
置
き
た
い
。

ｆ

。
一
行
断
簡

一
紙
　
宝
物
台
帳
　
第

一
種
宝
物
　
一二
八

署
名
花
押
あ
り
、
わ
ず
か
に
紙
背
に
文
字
ら
し
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
軸
装

（解
読
）

妙
法
蓮
華
組
賓
塔
品
十

一
繹
中
　
沙
門
日
法
花
押

賓
塔
品
の
繹
中
の
表
紙
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
蹟
は
題
目
故
に
他
書
と
容
易
に
比
較
で
き
る
。
そ
し
て
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
お
り
署

名
花
押
も
真
蹟
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
光
長
寺
蔵
日
法
聖
人
真
蹟

『持
戒
無
戒
事
』
の
後
半
部
に

『妙
法
蓮
華
経
見
贅
塔
品
第
十

一

繹
中
』
の
論
述
が
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
独
立
の
文
書
で
そ
の
表
紙
部
分
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
軸
装
裏
書
に
は
光
長

寺
二
十
四
世
日
寛
師
の
署
名
花
押
が
あ
り

「奉
修
覆
日
法
上
人
御
真
筆
　
延
賓
三
乙
卯
年
九
月
大
吉
日
」
２

六
七
五
）
と
あ
る
。

（
二
）
東
之
坊
所
蔵
断
簡

ｇ
ｅ
八
行
断
簡

一
紙
　
本
紙

（量
上

ｍ
×
〓
６

ｍ
）
署
名
花
押
な
し
。
紙
背
文
字
な
し
。

軸
装

（解
読
）

文
意

一
切
悪
中
二成
テ國
王
為
於
義

古
羊
リ
コま
た
暉
］

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

□
國
植

國
一為
タ
リ第

一
悪
ナ
ル説
↓又
金
光
明
組
．．云
□

□
□
□
悪
人
□
罰
善
人
故
乃
至
他
方
怨
賊
□

□
□
□
這
芭
乱
等
云
云
文
意
ハ於
メ國
王
一卜愛
悪
人
一

□
□
人
フ神
一必
ス被
破
其
國
他
國
一云
文
也
法
花
組

□
生
云
為
世
所
恭
敬
如
六
通
羅
漢
等
云
云
文
意

法
（日
絆
　
敵
相
ロ
フ説
テ仏
ス
持
二
百
五
十
戒
堅
一ク如
迦

葉
舎
利
弗
等
′思
ハレ人
一國
主
二被
レチ責
一タト
ヒ法
花
組
ノ

こ
の
文
章
は
筆
致
が
緩
か
で
ふ
く
ら
み
が
あ
り
多
少
趣
が
異
る
や
に
思
わ
れ
る
が

「法
花
組
」
「成
」
「戒
」
「
乃
至
」
等
々
の
文
字

の
特
徴
が
他
の
真
蹟
と
共
通
点
を
有
し
、
日
法
聖
人
真
蹟
と
判
断
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（４７
）

表
装
裏
書
に
は
承
応
二
年

（
一
六
五
三
）
光
長
寺
十
九
世
日
深
師
の
表
装
寄
進
の
署
名
花
押
が
あ
り

「古
裏
書
謂
御
消
息
八
行
」
と

記
さ
れ
、
東
之
坊
十
二
世
蓮
乗
院
日
音
師
が
十
三
世
日
真
師
に
付
与
し
た
事
が
見
え
る
。
天
保
十
二
年

（
一
八
四

一
）
八
月
五
日
の
記

録
、
東
之
坊
所
蔵

『覺
』
の
中
に
は

「
日
法
大
聖
人
御
真
筆
　
御
書
　
一
幅
」
と
あ
り
日
法
聖
人
真
蹟
と
し
て
い
る
。
日
法
聖
人
文
書

の
中
の
ど
の
部
分
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
三
）
立
正
寺
所
蔵
断
簡

ｈ

・
二
行
断
簡

一
紙
　
署
名
花
押
な
し
、
紙
背
文
字
な
し

軸
装
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（解
読
）

應
営

一
心
廣
説
此
組
世
ミ
値
佛
疾
成
佛
道
営
知
是
虎
即
是
道
場
諸
佛
於
此

得
三
菩
提
諸
佛
於
此
韓
於
法
輪
諸
佛
於
此
而
般
浬
槃

筆
蹟
は
能
筆
、
流
麗
で
光
長
蔵
日
法
真
蹟
文
書
類
の
文
字
と
雰
囲
気
の
違
う
二
行
で
あ
る
。
休
息
山
立
正
寺
は
光
長
寺
と
両
山

一
寺

と
称
さ
れ
た
時
期
も
あ
り
日
法
聖
人
真
蹟
が
も

っ
と
伝
来
さ
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
が
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
二
月
二
日
織
田
、
徳
川

勢
の
兵
火
に
罹
り
貴
重
な
文
書
の
多
く
が
失
わ
れ
て
い
る
。

当
文
書
表
装
裏
書
に

「従
往
古
営
山
開
基
中
老
日
法
聖
人
真
翰
云
云
」
と
あ
り
賓
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
立
正
寺
第
二
十
六
世
日
退

師
の
署
名
花
押
が
あ
る
。
日
退
師
は
学
識
高
く
旧
記
類
を
研
究
し
て
史
実
に
基
く
寺
史
を
編
纂
し
て
い
る
。
日
退
師
が
当
文
書
を

「
従

往
古
」
と
敢
て
記
し
て
い
る
点
も
勘
案
し
当
文
書
は
真
偽
未
決
と
し
て
置
き
た
い
。

（
四
）
蓮
静
寺

（御
殿
場
市
）
所
蔵
断
簡

ｉ

ｏ
十
紙
巻
子
本
　
本
紙
　
（夭

圭

ｍ
×
不
明
）
破
本

署
名
花
押
か
す
か
に
認
め
ら
れ
る
が
判
読
不
能

当
山
は
本
果
院
日
朝
聖
人
開
基
に
な
る
。
蓮
静
寺
二
十
世
日
顎
師
の
筆
蹟
に
て
内
題
に

「本
山
光
長
寺
開
山
日
法
聖
人
御
書
教
　
萱

巻
」
と
あ
る
。

当
文
書
の
本
文
筆
蹟
は
日
法
聖
人
の
真
蹟
か
否
か
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

異
が
認
め
ら
れ
、
多
く
の
文
字
に
於
て
筆
法
に
別
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）

例
え
ば
題
目
の
七
文
字
に
真
蹟
の
他
書
と
は
か
な
り
の
差

当
文
書
は
長
巻
で
あ
り
、
虫
損
多
く
、
順
序
配
列
の
前
後
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

関
係
も
不
明
で
あ
る
。
今
後
の
研
究
に
侯
っ
て
論
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
本
能
寺
所
蔵
断
簡

。Ｊ
　
断
簡

一
紙
　
本
紙

（兵

。
一一一
Ｃｍ
と
毛
上
一一
錮
）

『本
能
寺
文
書
什
宝
等
目
録
』
丙

一
六

署
名
花
押
有
　
紙
背
文
書
有
　
軸
装

（解
読
）
□
□
□
□（群
）
　

　

　

（阿
Ｘ
合
）

排
述
顧
本
　
尺
尊
四
Ｆ
ム
及

開
述
顧
本
三
師
弟
遠
近
不
遠
近
　
澤
日
法

康
述
顧
本
為
之
　
本
化
丼
五
百
塵
粘

一
切
世
間
天
人
阿
修
帳
文

花
ム
乳

法
相
要
文
　
約
Ｆ
五
味

艦
熟

阿
含
酪

花
押文

句
九
菱
佛
於
三
世
文

生
蘇
味

方
等

法
花
ハ酉
酉
（働

）

乳

　

　

酪

三
蔵
教
　
通
教
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雑
要
文
　
約
教
五
味

別
教
熟
　
円
教
西
酉

蔵
教
五
味
　
通
教
五
味
　
外
□
内
外

教
之
五
味

別
教
五
味
　
円
教
五
味
　
見
道
　
修
道

無
學
道

玄
十
云
営
林
円
頓
得
悟
者
即
是
酉
酉

円
融
　
先
四
味

玄
二
云
此
彼
妙
彼
妙
文
　
玄
六
云
三
教
是
権
円
教
為
実

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

記
一日
賞
不（副
）

竹

一
前
三
為
角
文

竹

一
前
四
味
為
麓
文

玄
十
三
初
後
佛
恵
文

蔵通別
　
竹

一
故
攀
始
終
意
在
仏
恵

円
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

又
諸
教
確
実
未
融
為
権
既
融
開
権
顧
実
為
実

記
四
若
以
佛
恵
為
法
花
即
始
終
倶
有
若
以
會
掃
為
法
花

（佛
）

即
終
有
始
無
法
□
教
我
斉
□
仏
文

五
□
始
見
我
□
　
玄
九
云
此
即
別
門
掃
也
　
記
五
日
尚
方
便
文

玄

一
云
□
余
経
□
　
化
城
喩
品
己
下
三
品

□
如
法
花
熟
□
□
三
教
傘
前
円
　
竹

一
云
不
比
余
教
為
種
文

二
化
道
始
終
不
始
終
―
―
―
脱
□
法
花
　
在
三
婦
戒
渇
磨
悉
不
成
　
就

弘
三
ノ
頌
無
本
故
論
教
不
識

『本
能
寺
文
書
什
宝
等
目
録
』
に
は

「駿
河
光
長
寺
日
法
筆
聖
教
切
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
は
筆
致
が
速
く
直
接
メ
モ
的
な
記
録
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
内
容
は

「約
部
五
味
」
「約
教
五
味
」
「蔵
教
五
味
」
「
通
教
五
味
」
「別
教
五
味
」
「
円
教
五
味
」
肩
歴
罰
剛不
融
」

「
化
道
始
終
不
始
終
」
を
巧
み
に
図
解
し
た
解
説
文
の
如
き
内
容
で

『法
華
玄
義
』
『法
華
玄
義
釈
箋
』
『法
華
文
句
』
、
『法
華
文
句
記
』

等
を
引
用
し
つ
つ
権
実
、
本
述
の
対
比
を
行

っ
て
い
る
。

こ
の
内
容
を

『御
法
門
御
聞
書
』
に
対
応
さ
せ
て
見
る
と
同
書
下
巻
第
六
紙

（光
長
寺
解
読
本
四
七
、
四
八
頁
）

等
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
前
後
関
係
が
複
雑
で
ど
の
部
分
か
ら
分
離
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

文
字
は
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
書
か
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
日
法
聖
人
真
蹟
の
特
徴
が

一
文
字

一
文
字
に
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
判
断

さ
れ
る
。
文
中
に
日
法
聖
人
署
名
花
押
が
あ
る
が
、
花
押
の
形
状
に
於
て
他
書
と
や
や
異
な
る
部
分
が
認
め
ら
れ
こ
の
点
更
に
研
究
を

要
す
る
。
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当
断
簡
の
表
装
裏
書
に
光
長
寺
二
十
六
世
日
暁
師
署
名
花
押
が
あ
り
、
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）
日
法
聖
人
第
二
百
七
十
遠
忌
制
に

表
装
新
調
さ
れ
た
事
、
更
に
享
保
十
九
年

（
一
七
三
四
）
六
月
二
十
五
日
光
長
寺
二
十
九
世
日
泉
師
が

（光
長
寺
隠
居
と
あ
る
）
本
能

寺

へ
寄
進
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（六
）
妙
顕
寺
所
蔵
断
簡

ｋ

・
八
行
断
簡

一
紙
　
消
息
文

『報
日
像
御
房
書
』

署
名
、
花
押
あ
り
、
紙
背
文
字
な
し
。

（解
読
）

殊
可
弘

一
乗
綸
旨
趣
六
月

十

一
日
到
束
謹
拝
見
仕
候
了

抑
日
蓮
聖
人
之
御
本
壊
令
上
聞

達
候
条
賞
以
為
悦
無
極
存
候

此
旨
可
令
営
宗
人
々
披
露
候

何
様
企
参
上
可
申
談
候
　
恐
々
謹
言

六
月
　
十
二
日
　
日
法
花
押

（
”

）

謹
上
　
日
像
上
人
御
返
封

当
文
書
は

『
報
日
像
御
房
書
」
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
『
宗
学
全
書
』
割
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
消
息
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

内
容
は
建
武
元
年

（
一
三
二
四
）
六
月
十
二
日
の
日
付
に
て
日
像
聖
人
の
一
乗
弘
通
の
綸
旨
を
得
た
る
を
賀
す
書
面
で
日
法
聖
人
の

署
名
花
押
が
認
め
ら
れ
る
。
筆
蹟
は
光
長
寺
所
蔵
日
法
文
書
類
と
比
較
し
て
や
や
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が

『後
五
百
歳
合
文
』
に
見
え

る

「
聖
人
」
、
「御
」
等
の
特
徴
あ
る
文
字
を
比
較
す
る
と

一
致
す
る
部
分
も
あ
り
、
恐
ら
く
は
、
弟
子
等
の
筆
蹟
で
は
な
く
聖
人
の
晩

年
の
筆
蹟
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
の
行
の

「御
返
封
」
の
文
字
を
他
の
文
献
が

「
返
報
」
と
か

「
返
事
」
と
読
ん
で
い
る
が
手
紙
の
返
書
と
し
て
の
意
味
を
持

つ

「
返
封
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（七
）

本
覚
寺
蔵
断
簡

′

・
三
行
断
簡

一
紙
　
署
名
花
押
な
し
、
紙
背
文
字
な
し

軸
装

（解
読
）

□
謀
反
東
打
強
盗
ョリ
モ或
怖
或
膜
或
罵
り或
打
此
ヲ

ロ
シ
ル者
所
領
ヲ与
ェ此
フ讃
ム
ル者
ハ其
内
フ出
シ或
科
禍
引
ヵ
セ

□
容
シ名
者
フ
ハ讃
ナ
ンｔ
Ｚ
ミ
上
両
度
；
御
勘
氣
ヲ

平
成
五
年
六
月
二
島
本
覚
寺
所
蔵
行
学
院
日
朝
師
文
書
を
拝
見
に
出
向
き
他
の
文
書
を
も
拝
見
す
る
中
に
宗
祖
断
簡
と
他
の
断
簡
と

の
三
紙
が

一
幅
に
表
装
さ
れ
、
宗
祖
御
書
断
片
と
し
て
昭
和
六
年
十
月
、
日
蓮
宗
宗
宝
に
認
定
さ
れ
て
い
る
文
書
が
あ
っ
た
。

こ
の
文
書
は
中
央
に
宗
祖
の
断
簡
三
行
が
あ
り
左
右
に
異
筆
の
断
簡
二
紙
が
並
べ
ら
れ
て
本
紙
各
々
右
上
部
に
後
世
の
加
筆
が
認
め
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ら
れ
る
。
中
央
に
は

「高
祖
三
行
」
と
あ
り
、
左
右
に
は

「
日
出
」
と
あ
る
。
こ
の
二
紙
は
日
出
師
の
真
蹟
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
左
側
の
断
簡
三
行
は
私
見
で
は
日
法
聖
人
の
真
蹟
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
右
側
の
日
出
師
文
書
と
称
す
る
四

行
の
筆
蹟
と
は
異
り
日
法
聖
人
の
筆
蹟
の
特
徴
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　
一
行
に
は
漢
字
が
十
六
文
字
ほ
ど
並
び
和
訓
、

訓
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

「謀
」
「
盗
」
「或
」
「
所
領
」
「出
」
「引
」
「度
」
等
々
筆
法
の
特
徴
が
は
っ
き
り
し
た
文
字
は

『御
法
門
御
聞
書
』
の
筆
蹟
と
正
に

類
似
し
て
い
る
。
内
容
的
に
も
同
書
に
類
似
の
箇
所
が
認
め
ら
れ
真
実
を
唱
え
る
者
が
迫
害
さ
れ
、
真
実
を
歪
め
る
者
が
優
遇
さ
れ
る

世
の
不
合
理
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

（八
）
宥
清
寺
蔵
断
簡

ｍ
・
十
九
行
断
簡

一
紙
　
本
紙

（署

・
ｏ
ｃｍ
と
共
・
ｏ
ｃｍ
）

『宥
清
寺
』
文
書
１３
‐
２

署
名
花
押
な
し
紙
背
文
書
あ
り
軸
装

解
読
と
内
容
は
本
稿
二
、
で
述
べ
た
通
り
。
先
年
日
法
聖
人
真
蹟
と
し
て
発
見
し

『御
法
門
御
聞
書
』
の

一
部
で
あ
る
事
を
小
論
で

表
明
し
た
。
紙
背
文
書
は
日
弁
聖
人
消
息
で
あ
る
。

七
、
日
法
聖
人
文
書
の
伝
承
の
記
録

光
長
寺
に
所
蔵
す
る
日
法
聖
人
筆
写
本
は
前
記
断
簡
類
以
外
に
次
の
も
の
が
真
蹟
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

『御
法
門
御
聴
書
上
』
『宝
物
台
帳
』
第

一
種
宝
物
　
　
　
一
三
二

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

『御
法
門
御
聞
書
下
』
　

　

″　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
二
四

『本
述
相
違
要
文
上
』
　

　

″
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一
一九

『本
述
相
違
要
文
下
』
　

　

″
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
一二
〇

『下
山
抄
』
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
一一一四

『下
山
抄
』
（仮
名
交
り
文
）
″
　
　
　
　
〃　
　
　
　
　
　
一二
五

『撰
時
抄
　
下
』
　
　
　
　
″　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
一二
一

『
四
信
五
品
抄
』
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一壬

一

『太
田
禅
門
抄
』
　
　
　
　
″　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
二
八

『無
益
外
道
行
集
』
　
　
　
″
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
四
〇

『後
五
百
歳
合
文
』
　
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一壬
二

『持
戒
無
戒
事
」

（
『秒
性

一蓮
騨
幅
穎
聾
群
Ш
）

〃
　

〃　
一二
七

『大
般
浬
槃
経
要
文
』

『宝
物
台
帳
』
第

一
種
宝
物
　
　
一二
九

『華
厳
宗
所
立
義
要
文
』
　

〃
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
四

一

『真
言
宗
所
立
義
要
文
』
　

″　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
四
二

『和
漢
朗
詠
集
下
』
　
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
四
三

『天
地
人
三
才
之
巻
』
（題
名
は
不
詳
）
″　
　
〃　
　
　
　
四
四
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こ
れ
ら
の
文
書
は
当
初
は
宗
義
研
鑽
の
書
と
し
て
当
門
の
多
く
の
僧
に
拝
読
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
江
戸
期
に
は
破
損
と
散
逸

を
恐
れ
巻
子
本
と
さ
れ
、
保
存
、
伝
承
に
大
き
な
努
力
が
払
わ
れ
て
来
た
事
が
解
る
。
光
長
寺
歴
代
三
師
の
記
録
を
追

っ
て
見
る
事
と

す
る
。

（
一
）
日
意
師
の
記
録

（光
長
寺
十
二
世
）

宥
清
寺
　
１３
‐
‐

ｏ
‐３
‐
２
文
書
が

『御
法
門
御
聞
書
』
下
巻
に
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
証
明
で
き
た
が

『御
法
門
御

聞
書
』
の
光
長
寺
伝
来
の
経
過
及
び
同
書
が
教
義
研
鑽
と
信
仰
の
上
に
如
何
に
渇
仰
さ
れ
診
重
さ
れ
た
か
を
些
か
述
べ
て
置
か
ね
ば
な

らゝ
な
い
。

同
書
の
由
来
の

一
端
が
知
ら
れ
る
文
書
は
光
長
寺
所
蔵
、
同
寺
十
二
世
日
意
師
の
江
戸
初
期
の
記
録
で
あ
る
。
元
和
六
年

（
Ｉ
全

一

〇
）
十
二
月

一
日
の
日
付
で
当
時
冊
子
本
に
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
原
本
の
表
紙
又
は
裏
表
紙
に
修
復
時
の
記
録
と
し
て
残

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
日
意
師
の
三
種
の
記
録
が
後
に
表
装
さ
れ
保
存
さ
れ
て
来
た
。

こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
こ
の
時
既
に
写
本
の
所
謂

『連
々
御
聴
書
』
が
存
在
し
て
お
り
題
名
は

「
写
本
に
云
く
」
と
し
て

『聖
人
御
法

門
聴
聞
分
連
々
集
之
』
が
付
与
さ
れ
た
。
冊
子
本
と
し
て
の
修
復
が
な
さ
れ
た
時
に

「私
云
此
本
ハ上
巻
也
但
シ未
法
弘
通
本
門
八
品
上

行
付
属
之
事
此
本
二相
添
在
之
故
二初
二奉
置
之
也
」
と
あ
る
と
見
れ
ば
、
本
門
八
品
上
行
付
属
の
重
要
法
門
の
あ
る
部
分
を
前
半
に
置

い
て
上
巻
と
し
た
事
が
解
る
。
「
私
云
ク此
本
ハ上
巻
也
」
と
あ
る
。
即
ち
日
意
師
が
此
本
と
し
て
い
る
の
は
今
日
の
下
巻
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
そ
の
後
の
部
分
に
日
意
師
筆
で

「本
門
八
品
テ
上
行
付
属
在
之
故
．一日
蓮
出
世
メ未
代
二宗
旨
建
立
在
之
事
」
と

い
う

一
行
と

「種
々
肝
要
之
法
門
共
在
之
寂

（最
）
可
秘
之
也
昏

（紙
）
数
廿
三
丁
」
と
あ
る
。
三
十
三
紙
と
は
今
日
の
下
巻
三
十
紙

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
紙
の
中
の
一
紙
が
宥
清
寺
文
書
に
相
当
す
る
。
今
日
の
上
巻
は
二
十
紙
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

『御
法
門
御
聞
書
」
と

『連
々
御
聰
書
』
は
内
容
に
於
て
共
に
有
し
な
い
部
分
を
持

つ
と
同
時
に
上
下
巻
に
逆
の
対
応
が
あ
る
事
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
当
初
上
巻
だ
っ
た
部
分
が
後
世
下
巻
に
な
っ
た
事
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

日
意
師
の
署
名
花
押
の
未
尾
に

「奉
寄
進
日
法
聖
人
御
自
筆
　
沼
津
正
見
寺
本
行
院
日
園
」
と
あ
る
。
日
園
師
は
正
見
寺
歴
代
に
そ

の
名
が
見
え
寺
歴
に
よ
れ
ば
寛
永
七
年

（
一
六
三
〇
）
六
月
十

一
日
遷
化
と
い
う
事
が
記
録
さ
れ
る
。
日
意
師
が
寛
永
五
年

（
一
六
二

八
）
二
月
四
日
の
遷
化
で
あ
る
か
ら
同
年
代
に
在
世
さ
れ
た
両
師
で
あ
る
。

（
二
）
日
寛
師
の
記
録

（光
長
寺
二
十
四
世
）

今
日
の

『御
法
門
御
聞
書
』
の
上
巻
冒
頭
部
分
に
は
日
弁
聖
人
消
息
が
あ
り
、
分
離
さ
れ
て
存
在
す
る
事
は
既
に
述
べ
た
所
だ
が
こ

の
分
離
の
年
代
も
重
要
で
あ
る
。
同
表
文
書
を
補

っ
た
部
分
の
添
書
き
に

「此

一
紙
雖
有
日
法
上
人
御
自
筆
裏
二依
有
日
弁
上
人
御
消
息
修
覆
ノ節
以
談
合
為
掛
物
故
二御
法
門
フ奉
写
入
置
物
也
」
と
あ
る
。
こ

の
時
に
分
離
さ
れ
補
記
が
な
さ
れ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
補
記
の
文
字
の
中
に
は

「伝
教
大
師
」
「迦
葉
」
「阿
難
」
「
龍
樹
」
「
天

親
」
「
南
岳
天
台
」
「妙
楽
」
等
々
の
特
徴
あ
る
も
の
が
多
い
。
幸
い
こ
れ
ら
の
諸
尊
は
み
な
御
本
尊
に
勧
請
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
筆
蹟

を
光
長
寺
歴
代
御
本
尊
に
対
比
し
て
見
る
と
、
正
に
第
二
十
四
世
日
寛
師
の
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
秋
彼
岸
結
日
書
写
の
御
本
尊
の

文
字
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
更
に

『御
法
門
御
聞
書
』
下
巻
の
紙
背
の
本
紙
継
日
、
継
目
に
二
種
の
黒
印
が
押
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
中

一
個
の
丸
型
の
黒
印
の
文
字
は

「
日
寛
」
と
判
読
す
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
黒
印
は
他
に
紙
背
文
書
の
存
在
す
る

『四
信
五
品
抄
』

『
文
句
疏
記
要
文
』
に
も
本
紙
継
目
に
認
め
ら
れ
る
。

さ
れ
ば
日
寛
師
の
時
に
日
弁
聖
人
消
息
が
分
離
さ
れ
、
表
文
書
が
師
に
よ
り
補
記
さ
れ
た
事
、
冊
子
本
が
巻
子
本
に
改
め
ら
れ
た
事

が
判
明
す
る
。
こ
の
時
の
表
装
裂
地
は
他
の
巻
子
本
と
も

一
致
し
て
お
り
、　
一
連
の
冊
子
本
は
こ
の
時
巻
子
本
に
改
め
ら
れ
破
損
の
防
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止
の
意
味
と
散
逸
防
止
の
意
味
が
推
定
さ
れ
る
。

紙
背
に
存
在
す
る
種
々
の
消
息
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
た
事
は
日
意
師
の
記
録
に
加
筆
さ
れ
た
部
分

「但
シ
裏

二
六
老
僧
ノ
御
筆
ア
リ
」
と
日
寛
師
の
筆
蹟
と
思
わ
れ
る

一
行
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
寛
師
の
補
記
の
添
書
に

「
以

談
合
」
と
あ
る
を
見
て
も
日
弁
聖
人
消
息

一
通
を
原
本
か
ら
分
離
す
る
の
に
門
未
関
係
僧
侶
の
合
意
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
事
が
明
白

で
、
原
本
が
無
断
で
分
離
さ
れ
ぬ
よ
う
に
と
の
配
慮
が
伺
わ
れ
る
。
既
に
原
本
に
欠
頁
が
生
じ
て
い
た
事
も
想
像
に
難
く
な
い
。

（
三
）
日
暁
師
の
記
録

（光
長
寺
二
十
八
世
）

時
代
は
降

っ
て
光
長
寺
二
十
八
世
日
暁
師
代
に
日
法
聖
人
第
二
百
七
十
遠
忌
を
記
念
し
て
多
く
の
光
長
寺
所
蔵
文
書
が
再
修
復
さ
れ

た
事
が
記
録
に
残
る
。
例
え
ば

『
日
弁
聖
人
消
息
』
『
日
春
聖
人
真
筆

（消
息
と

『
日
法
聖
人
八
品
所
顕
立
義
』
『元
祖
母
堂
妙
蓮
尊
尼

直
筆
』
等
は
い
づ
れ
も
正
徳
元
年

（
一
七

一
一
）
十

一
月
に
再
修
復
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

京
都
本
能
寺
所
蔵

『駿
河
光
長
寺
日
法
筆
聖
教
切
』
は
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）
二
月
に
光
長
寺
日
暁
師
に
よ
り
表
装
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
但
し
再
修
補
で
は
な
い
。
た
だ
日
暁
師
が
こ
の
軸
の
裏
書
に
自
ら
二
十
六
世
と
署
名
花
押
を
し
て
お
り
、
正
徳
元
年
の

一
連

の
裏
書
に
は
自
ら
二
十
八
世
と
し
て
署
名
花
押
を
し
て
い
る
為
疑
問
視
さ
れ
る
部
分
で
は
あ
る
。

し
か
し
当
時
の
墓
石
や
古
過
去
帳
に
よ
り
当
時
の
歴
史
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

光
長
寺
に
て
は
二
十
五
世
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
日
淳
師
が
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）

一
月
に
遷
化
せ
ら
れ
日
暁
師
は
は
じ
め
二
十
六

世
を
称
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
頃
本
法
院
日
高
師

〈元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
十
月
遷
化
〉
の
加
歴
問
題
が
浮
上
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
事
情
か
二
十
三
世
日
詔
師
が

〈元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
七
月
遷
化
〉
が
二
十
五
世
再
住
と
し
て
列
せ
ら
れ
日

淳
師
は
二
十
六
世
と
さ
れ
た
。
日
高
師
は
二
十
七
世
に
加
歴
さ
れ
、
日
暁
師
は
結
局
正
徳
元
年

（
一
七

一
一
）
十

一
月
の
記
録
以
降
は

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

二
十
八
世
と
称
さ
れ
、
以
来
今
日
の
歴
代
譜
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
日
暁
師
が
二
十
六
世
と
称
し
た
年
代
と
二
十
八
世
と
称
し
た
年
代
が
あ
り
両
方
共
記
録
に
残
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
日
法
聖
人
文
書
は
享
保
十
九
年

（
一
七
三
四
）
六
月
二
十
五
日
、
光
長
寺
二
十
九
世
日
泉
師
が
本
能
寺
へ
寄
贈
し
た
事
が
裏
書

に
見
え
る
。
即
ち
当
文
書
は
は
っ
き
り
し
た
経
路
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

八
、
結
　
び

京
都
市
宥
清
寺
文
書
二
点
は
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
り
日
法
聖
人
真
蹟
断
簡
と
の
比
較
に
於
て
そ
の
位
置
を
あ
き
ら
か
に
す
る
事
が

で
き
た
。
そ
し
て
原
本
と
の
関
係
を
見
出
す
と
共
に
紙
背
文
書
と
し
て
の
日
弁
聖
人
消
息
の
意
味
す
る
所
も
考
察
し
た
。
各
地
に
存
在

す
る
日
法
聖
人
断
簡
を
取
上
げ
新
発
見
の
文
書
類
を
含
め
そ
の
内
容
に
も
言
及
し
た
が
筆
蹟
の
比
較
に
於
て
日
法
聖
人
の
真
蹟
と
疑
義

の
あ
る
も
の
と
を
識
別
し
分
類
を
試
み
た
。

日
法
聖
人
文
書
の
筆
蹟
は
年
代
に
よ
り
差
が
あ
り
、
又
筆
蹟
に
緩
急
の
差
が
あ
り
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
殊
に
慎
重
な
判
断
を
要

す
る
。
断
簡
を
含
め
二
十
八
点
を
確
認
し
、
真
蹟
断
簡
類
の
内
容
か
ら
も
種
々
の
事
実
が
判
明
し
た
が
分
野
に
よ
り
て
更
に
幅
広
い
研

究
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

日
法
聖
人
文
書
は
当
初
よ
り
珍
重
さ
れ
散
逸
を
恐
れ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
が
教
義
研
鑽
の
僧
に
多
く
転
読
、
転
写
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

事
は
原
本
の
破
損
状
態
よ
り
容
易
に
推
察
で
き
る
。
原
本
の
散
逸
と
破
損
を
防
止
す
る
為
に
冊
子
本
が
巻
子
本
に
改
め
ら
れ
、
紙
背
の

貴
重
な
文
書
の
あ
る
も
の
に
は
継
目
に
黒
印
が
押
捺
さ
れ
、
又
添
書
き
に
よ
り
原
本
の
重
要
性
、
紙
背
文
書
の
重
要
性
が
喚
起
さ
れ
る

等
、
光
長
寺
に
於
て
は
種
々
の
意
が
用
い
ら
れ
日
法
聖
人
文
書
の
維
持
保
存
が
計
ら
れ
て
来
た
。　
一
方
で
は
原
本
よ
り
貴
重
な
部
分
が
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特
別
に
分
離
さ
れ
軸
装
に
さ
れ
て
多
く
の
僧
俗
に
信
仰
の
対
象
と
し
て
披
露
さ
れ
る
場
合
も
生
じ
、
同
胞
寺
院
間
の
通
用
交
流
の
為
に

供
さ
れ
る
場
合
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

再
三
の
表
装
補
修
の
記
録
や
後
世
の
加
筆
部
分
は
断
簡
が
分
離
さ
れ
た
時
機
を
示
す
場
合
も
あ
り
、
断
簡
の
帰
属
経
路
を
示
す
場
合

も
あ
る
。
日
法
聖
人
の
署
名
花
押
が
存
在
す
る
文
書
が
多
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
切
り
貼
り
さ
れ
た
形
跡
が
何
個
所
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば

『下
山
抄

（書
下
文
こ

の

「
大
捕
阿
日
善
付
属
正
慶
二
年
六
月

一
日
」
の
文
字
が
花
押
部
分
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
日

法
聖
人
筆
蹟
と
は
考
え
ら
れ
ず
後
世

（別
人
）
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
従
っ
て
書
誌
的
研
究
の
中
で
署
名
花
押
の
研
究
も
重
要
で
あ

Ｚつ
。日

法
聖
人
断
簡
が
有
す
る
様
々
の
意
義
に
注
目
し
本
論
を
進
め
て
き
た
。
特
に

『御
法
門
御
聞
書
』
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
が
同

文
書
に
は

『連
々
御
聴
書
』
に
な
い
内
容
を
含
み
、
日
興
、
日
昭
、
日
向
の
各
師
の
文
書
と
の
関
連
性
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
紙
背
の

消
息
類
は
特
に
興
味
深
く
、
執
原
法
難
後
の
日
法
、
日
弁
両
師
の
結
び
つ
き
と
こ
の
時
期
の
日
興
、
日
弁
両
師
の
離
反
の
事
実
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。

『御
法
門
御
聞
書
』
が
前
後
関
係
の
連
続
性
に
乏
し
い
点
も
同
書
の
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
唯
、
各
地
に
伝
承
さ
れ

た
真
蹟
断
簡
が
こ
の
解
明
に

一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
こ
れ
ら
断
簡
の
真
価
は
今
、

正
当
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
信
頼
で
き
る
資
料
に
基
づ
き
研
究
を
布
衛
し
て
当
門
流
の
初
期
の
教
義
的
、
歴
史
的
側
面
を
更
に
解
明
し
て
行
く
事
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（資
料
の
閲
覧
に
御
高
配
下
さ
れ
た
各
寺
院
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
）

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）
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3   2   114  13  12  11  10  9   8   7   6   5   4

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

註
光
長
寺

『
宝
物
台
帳
』
第
二
種
宝
物
乙
類
　
一

『宥
清
寺
』
宥
清
寺
寺
史
編
纂
課
　
平
成
元
年
　
四
五
頁

『種
々
御
振
舞
御
書
」
に

「
鎌
倉
を
い
で
し
に
わ
か
み
や
こ
う
じ
に
う
ち
出
で
一蚕
ム
」
と
あ
る

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（
以
下

『
定

遺
し

九
六
五
頁

「若
宮
戸
」
と
も
称
さ
れ

「
若
宮
法
華
寺
」
の
富
木
常
忍
の
領
地
。

『静
岡
県
史
料
』
第
二
輯
駿
州
古
文
書

「
旧
大
宮
司
富
士
家
文
書
」
三
二
北
條
氏
政
判
物
知
行
方
に

「若
宮
」
が
あ
る
。

『大
正
蔵
経
』
（以
下

『
正
蔵
し

〓
≡
一巻
―
七
六
三
頁
ａ

『
正
蔵
』
三
四
―

一
三
二
ｂ

（文
句
九
に
入
る
）

『
正
蔵
』
三
四
―
三
二

一
Ｃ

（記
九
に
入
る
）

『
正
蔵
』
に

一
ヒ
は
な
い
。

『
正
蔵
』
三
四
―
三
二
二
ａ
答
の
下
に

「今
云
」
助
者
。
奉
況
而
巳
。
恐
綺
園
蔑
偏
。
然
弘
経
者
隋
其
行
位
。」
が
な
い
。

『正
蔵
』
三
四
―

一
三
八
ａ

『
正
蔵
』
三
四
―

一
四

一
ａ

蜘
踪
も
同
義
。
足
ぶ
み
す
る
さ
ま
。

『
正
蔵
』
三
四
―
四
〇
ｃ
　

「根
深
枝
栄
云
云
」
宗
祖
引
用
御
書
は

「報
恩
抄
』
翁
定
遺
』
二
四
八
）
『
四
條
金
吾
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』

〓
全
全
Ｃ

「根
露
枝
枯
源
乾
流
場
」
宗
祖
引
用
御
書
は

『
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
』
翁
定
遺
』
七
八
五
）
『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
Ｇ
定
遺
』
九

〇
八
）
『
賞
相
寺
御
書
』
翁
定
遺
』

一
四
二
五
）
『爾
源
太
入
道
殿
御
消
息
』
翁
定
遺
』

一
五
四
九
）
『
根
露
枝
枯
御
書
』
翁
定
遺
』
三
二

一
九
）
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（
‐５

）

（
‐６
）

28  27  26  25  24  23  22  21      20  19  18  17

『
正
蔵
』
三
四
―

一
二
五
ｂ
文
句
巻
第
九
上

「
見
雨
猛
知
龍
大
。
見
花
盛
知
池
深
」
宗
祖
引
用
御
書

『開
目
抄
』
翁
定
遺
』
五
七
三
）
『
観

心
本
尊
抄
』
翁
定
遺
』
七
二
〇
）
『顕
佛
未
来
記
』
翁
定
遺
』
七
四
三
）
『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
翁
定
遺
』
九
〇
二
）
『
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
』

翁
定
遺
』
七
八
五
）

見
開
き
の
表
題
に
よ
る
。
但
し
題
箋
に
は

『佛
法
博
来
記
』
と
あ
り
内
題
は

『佛
法
渡
次
第
記
』
、
光
長
寺
宝
物
管
理
委
ラ
ベ
ル
に
は

『
日

本
国
佛
法
渡
次
第
記
』
と
あ
る
。

宗
祖
直
筆
と
思
わ
れ
る
が
巻
子
本
冒
頭
八
行
は
検
討
を
要
す
。

分
類
番
号
は

『
御
法
門
御
聞
書
』
大
本
山
光
長
寺
平
成
二
年

一
一
六
頁
の

「表
裏
文
書
関
係

一
覧
」
上
巻
の
表
に
よ
る
。

光
長
寺

一
二
世
日
意
師
筆

『本
門
八
品
所
顕
之
義
證
文
』
に
原
本
修
復
の
元
和
六
年

一
二
月

一
日
の
記
録
が
あ
り
そ
の
中
に
記
さ
れ
る
。

『正
蔵
』
三
二
―
七
六
三
ａ

（
４
）
『法
華
玄
義
』
巻
七
上
。
「衆
生
不
信
須
篤
賞
施
櫂
、
以
浅
助
深
、
無
虚
妄
也
、
比
則
雙
用
権
賞
而
弘
組

也
」

『
正
蔵
』
三
二
―
七
六
三
ａ

『法
華
玄
義
』
七
上

『
御
法
門
御
聞
書
』
対
応
部
位
は
光
長
寺
発
行
本
八
二
頁

『正
蔵
』
三
二
―
七
六
三
ａ
は
玄
七
に
な
っ
て
い
る
。

「
正
蔵
』
に
は

「也
」
に
な
っ
て
い
る
。

「
日
蓮
宗
宗
學
全
書
』
（以
下

『宗
全
し

第

一
巻

一
一
〇
頁

（
６
）
に
は

「善
」
が

「普
」
に
な
っ
て
い
る
。

正
し
く
は
蜘
日
と
思
わ
れ
る
。

「
正
蔵
』
に
て
は
玄
義
七

『定
遺
』

一
七

一
〇

「富
城
殿
女
房
尼
御
前
御
書
」
弘
安
二
年
二
月
二
五
日

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
貧

）
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31  30  2943  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

『宗
全
』
第
二
巻

一
一
七
頁
　
日
興
師

「本
尊
分
興
帳
」

『富
士
日
興
上
人
詳
伝
』
堀
日
亨
　
昭
和
三
八
年

一
〇
二
頁

江
戸
期
題
簸
に

『本
述
相
遠
要
文
』
と
あ
り
同
じ
内
題
が
あ
る

一
巻
と
、
江
戸
期
題
察
に

『本
述
相
遠
抄
』
と
あ
り
文
中
に

「
口
述
相
遼
」

の
文
字
が
見
え
る

一
巻
が
あ
る
。
後
者
の
末
尾
に
日
法
聖
人
署
名
花
押
が
あ
り
後
半
部

（下
巻
）
と
思
わ
れ
る
が
昭
和
四
五
年
貼
付
ラ
ベ
ル

に
は
前
者
が

『本
述
相
違
要
文
下
』
と
あ
り
後
者
の
ラ
ベ
ル
に
は

『本
述
相
違
要
文
上
』
と
あ
る
。
今
は
総
称
し
て

『
本
述
相
違
要
文
』
と

表
現
し
て
お
く
。

実
際
は
後
半
部

実
際
は
前
半
部

『定
遺
』
「
下
山
御
消
息
」

一
三
四
三
頁

『定
遺
』
に
は

「頭
」
と
な
っ
て
い
る
。

『定
遺
』
に
は

「
現
営
二
世
に
」
が
入
る
。

『定
遺
』
に
は

「
科
」
と
な
っ
て
い
る
。

綱

・
窃

（
ヒ
ソ
か
に
）
本
文
に
は
宿
と
書
か
れ
て
い
る
。

『定
遺
』
に
は

「
或
」
が
入
る
。

『定
遺
』
に
は

「
組
」
が
な
い
。

『定
遺
』

一
五
七
四

『
本
尊
問
答
妙
』

『定
遺
』
に
は

「
行
者
」
が
入
る
。

軸
装
裏
書
に
光
長
寺
二
八
世
日
暁
師
の

「
八
品
所
顕
立
義
八
行
餘
」
の
記
録
が
あ
る
。
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48  47  46  45  44

『法
華
経
並
開
始
』
平
楽
寺
書
店
真
読
　
一
〓
ハ
七
頁

『法
華
経
並
開
結
』
三
四
六
頁

『
正
蔵
』
三
四
―

一
五
七
ｂ

『法
華
文
句
記
』
巻

一
上

「七
」
行
を
訂
正
し
て
横
に

「
八
」
と
あ
る
。

慶
長
七
年
二
月

一
三
日

『休
息
山
立
正
寺
門
末
檀
徒
連
印
之
証
』
鏡
像
院
記
、
『興
隆
学
林
紀
要
』

一
号

「
本
果
院
日
朝
聖
人
に
関
す
る
研

究
」
拙
稿
　
一
一四
頁

『
正
蔵
』
三
四
―

一
二
九
ｃ

『
正
蔵
』
三
二
―
八
〇
七
ａ

『
正
蔵
』
三
二
―
八
二
三
ｃ

『
正
蔵
』
三
三
―
八
〇
八
ａ

『正
蔵
』
三
二
―
八

一
八
ｃ

『
正
蔵
』
三
二
―
六
九
六
ｃ

『
正
蔵
」
に
は

「彼
」
の
文
字
な
し
。

『
正
蔵
』
三
三
―
七
六
四
ｂ

『
正
蔵
』
に
は

『玄
義
』
七
上
に
な

っ
て
い
る
。

『
正
蔵
』
三
四
―
二
五

一
ｂ

「
法
花
即
」
は

『
正
蔵
』
に
は

「法
花
則
」
に
な
っ
て
い
る
。

『
正
蔵
』
三
二
―
七
八
八
ｂ

光
長
寺
に
於
け
る
二
五
世
か
ら
二
八
世
は
正
徳
元
年

（
一
七

一
一
）
頃
に
加
歴
等
の
問
題
が
あ
り
歴
代
に
異
動
が
生
じ
た
。
日
暁
師
は
正
徳

元
年
以
降
に
二
八
世
と
な
る
。

（
５９
）
　

『宗
全
』
は

「御
返
報
」
と
し

『
日
蓮
と
そ
の
弟
子
』
の
宮
崎
師
は

「御
返
事
」
と
さ
れ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

58  57  56  55  54  53  52  51  50  49
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日
法
聖
人
文
書
の
研
究
２

）

（
６０
）
　

『宗
全
』

一
巻
上
聖
部

一
四
七
頁
。
『
日
蓮
と
そ
の
弟
子
』
宮
崎
英
修
著

一
四
二
頁

（
６‐
）
　

昭
和
六
年
十
月

一
日
　
日
蓮
宗
宗
宝
　
第
四
八
八
号

（
６２
）
　

日
出

（
一
三
八

一
～

一
四
五
九
）
三
島
、
鎌
倉
両
本
覚
寺
開
山
、
行
学
日
朝
の
師

『永
享
問
答
記
』
著
。

（
６３
）

光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第
二
種
宝
物
乙
類

一
〇

『連
々
集
之
証
』

（
“
）
　

更
に
そ
の
脇
に

「此
ノ

一
行
十
二
字

ハ
廿
四
世
日
詔
師
ノ
加
筆
也
」
と
あ
り
、
日
詔
師
と
あ
る
の
は
日
寛
師
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

（
６５
）

光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第
二
種
宝
物
乙
類

一

（
６６
）

光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第

一
種
宝
物
三
二

（
６７
）

光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第

一
種
宝
物
二
七

（
“
）

光
長
寺

『
宝
物
台
帳
』
第
二
種
宝
物
乙
類
五

（
６９
）

光
長
寺

『宝
物
台
帳
』
第
四
種
宝
物
二

「
三
師
画
像
」
の
日
淳
師
自
署
に

「第
二
十
五
祖
」
と
あ
り
、
同
師
墓
石
も

「
二
十
五
世
」
、
古
過

去
帳
に
も

「
二
十
五
祖
」
と
あ
る
が
後
に

「
二
十
六
祖
」
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。

（
７０
）
　

『御
法
門
御
聞
書
』
下
巻
末
尾
の
署
名
花
押
、
『本
述
相
違
要
文
』
上
巻
末
尾
の
署
名
花
押
、
『持
戒
無
戒
事
』
文
中
の
署
名
花
押
、
『
真
言

宗
所
立
義
要
文
』
末
尾
の
署
名
花
押
、
『和
漢
朗
詠
集
』
初
め
の
署
名
花
押
、
末
尾
の
署
名
花
押
等
々
。
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